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会 議 録 

会議の名称 第２回つくば市未来構想等審議会 

開催日時 令和６年（2024 年）６月５日 開会 15:00 閉会 17:00 

開催場所 つくば市役所５階庁議室 

事務局（担当課） 政策イノベーション部企画経営課 

 

出 

席 

者 

委員 

 

 

五頭委員、小森谷委員、宇津野委員、小島委員、貝塚委員、加

納委員、後藤委員、武石委員、中井委員、原委員、布浦委員、

仁平委員、大澤委員、姉﨑委員、池田委員、小澤委員、三石委

員、飯野委員、松本委員、森田委員 

その他  

事務局 髙橋政策イノベーション部長、池畑政策イノベーション部次長、

川原企画経営課長、岩橋係長、渡邉主任、石川主任、坂本主任 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ０名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

議題 (1) 諮問第１号「第２期つくば市戦略プラン」の改定について 

①つくば市戦略プラン改定の状況・今後の進め方について 

②つくば市を取り巻く環境と課題（社会情勢、人口動態、地

域特性、市民意見 等） 

③審議会において重点的に扱う施策分野（意見交換） 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

会

議

次

第 

１ 開会 
２ 報告 
３ 議事 
４ その他 
５ 閉会 
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＜審議内容＞ 

【開会】 

（司会） 

定刻となりましたので、ただいまから、第２回つくば市未来構想等審議会を開会

いたします。 

本会議の委員は、お手元の基礎資料２、委員名簿の通り、全 23 名となっており

ます。つくば市未来構想等審議会条例第５条に基づく委員の互選により、大澤委員

に会長を、五頭委員に副会長を務めていただくこととなっております。 

なお、前回の第１回審議会から、委員の交代がございますのでご紹介いたします。

つくば市記者会茨城新聞社土浦・つくば支社長の二方善郎様とつくば市商工会事務

局長の仁平宏様のお二方です。 

本日は、３名が都合によりご欠席ということで、20 名の委員の皆様にご出席いた

だいております。 

第１回審議会では、ご出席いただいた委員のみなさまに自己紹介をしていただき

ました。せっかくの機会ですので、前回ご欠席された副会長、委員、新たにお引き

受けいただいた委員に自己紹介として一言いただければと考えております。 

本日は、一つの机にお二人ずつお座りいただいており、机ごとに一本のマイクが

置かれております。ご発言の際にはマイクのスイッチを入れていただいて、ご発言

が終わりましたらスイッチを切っていただいて、元の位置にお戻しいただけますよ

うお願いいたします。 

 

【委員３名の自己紹介】 

 

（司会） 

ありがとうございました。次に、会議の公開・非公開につきまして、第１回審議

会にお諮りしたところ、未来構想及び戦略プランは、市政の方向性などを示す市の

最上位計画であり、会議を公開することで審議状況や内容を広報するとともに、市
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政運営の透明性の向上に寄与できることから、本審議会を原則公開とすることとし

ています。 

傍聴者につきましては、本日０名と報告させていただきます。 

それでは、ここからはつくば市未来構想等審議会条例第６条第２項に基づき、大

澤会長に議長をお願いいたします。よろしくお願いします。 

 

【２ 報告 (1)第１回審議会の開催報告】 

 

（会長） 

よろしくお願いします。今日は 15 時からなので 17 時までには終わりたいと思い

ます。また前回から 4 か月ほど空いているので情報共有も含め、初めて出席される

委員は遠慮なく確認なり、質問なりいただきながら良い会にできればと思いますの

で、よろしくお願いします。 

それでは、報告としまして、第１回審議会の開催報告について、事務局から説明

をお願いします。 

 

【２報告 (1)について説明】 

 

（会長） 

ありがとうございました。前回の内容を説明いただきました。コメント、ご意見

等ございますでしょうか。（不明点、意見等なし） 

 

（会長） 

よろしいでしょうか。議事を進めさせていただきます。途中で不明点があれば戻

ることも全く問題ありませんので、議事をいったん進めさせていただければと思い

ます。議事ですが、３つございますが最後の意見交換が最もボリュームがあります。

その前に２つ個別に議論していきたいと思います。まず１番目です。戦略プラン改
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定関係の状況、今後の進め方について事務局からお願いいたします。 

 

【３ 議事 （1）①について説明】 

 

（会長） 

ありがとうございました。それでは、ご意見等ありますでしょうか。ただいまの

内容についてご質問等はありますでしょうか。 

20 ページを補足します。令和２年に未来構想を作っているわけですが、時代の変

化もあり、目標の値も変わってきています。市も努力していて、できているところ、

できていないところのギャップが生じてきています。大きく考え方を整理するとい

うことで、ギャップを見てどこが足りないのかを議論する。ギャップを解消するた

めに政策の方向性、2030 年までの残りの５年間何をしていくべきかを考えるという

のが今後議論していくことになります。 

今日はこういう方向だということをご確認いただければ大丈夫です。立て付けだ

け説明させてもらいました。 

 

（委員） 

ご説明ありがとうございました。資料 20 ページについて伺います。戦略プラン

としては 2015 年に作られて未来構想として、第二期の今の姿としては、令和２年

に作られていて、17 のあるべき姿というのを提示しているところですが、計画策定

時どうだったのか、現状どうなっているのかを言葉だけでなく、どこまで到達でき

ているか、ギャップを捉えやすい形で提示いただけるものでしょうか。それとも言

葉から行間を読みながら私たちがそれぞれ考えていかなければならないのでしょ

うか。その辺を教えていただければと思います。 

 

（事務局） 

ご質問ありがとうございます。どのような成果が出ているのか、どのように現状
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を把握するのかという質問だったと思います。今後計画の素案を作るときには、定

性的な分析に加え、数値で定量的な情報も両方をお示ししつつ、次の方向性につい

てまとめた案をご議論いただきたいと思っています。具体的な達成度については、

第１回にお配りした戦略プランの冊子の中で 17 個の未来像のおおよその状況を確

認するための数値目標を設定していることをご紹介したところですが、この５年間

で数値がどう変わったか、達成状況と、今後のやるべきことをあわせて次回以降お

示ししていきたいと考えております。 

 

（委員） 

数字はわかりやすいが、数字を達成することが何を示すのか。私も仕事をしてい

て非常に疑問に思うことが多くあります。数字を達成することが目的になってしま

う場合があるので、どういう議論を経て、数値を達成することについてどのような

妥当性があるか、その数値が設定されているのかを教えていただきたい。 

達成していなくても市として十分意味のある方向に進んでいる場合もあります

し、達成していたとしても不十分な場合もあると思います。当時の議論を見せてい

ただけると、この場の議論が有意義なものになるのかなと思います。大変だと思い

ますがよろしくお願いします。 

 

（会長） 

ご指摘の通りだと思います。大変かもしれませんが準備していきましょう。委員

からご指摘いただいた内容を宿題にして進めていければと思います。 

それでは議事を進めまして②に入りたいと思います。つくば市を取り巻く環境と

課題について、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

【３ 議事 （1）②について説明】 

 

（会長） 
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ありがとうございます。５つの参考資料を要約した内容が 28 ページ以降に書か

れていたということです。この解釈はあくまでデータから持ってきたものなので、

皆さんの生活感とギャップがあるかもしれないし、ドンピシャかもしれません。何

か意見がありましたらいただければと思いますが、どうでしょうか。 

 

（委員） 

人口動態に関する先ほどの説明の中で、合計特殊出生率が 1.8 になったと想定し

て、とあった気がします。合計特殊出生率 1.8 は途方もない数字に感じましたが、

何を想定してこの数字が上がっているのでしょうか。 

 

（事務局） 

ご質問ありがとうございます。市の人口ビジョンにおける合計特殊出生率の仮定

についてのご質問と理解しました。第１回会議でお配りした未来構想という冊子が

あるのですが、この中に人口ビジョンというものを定めています。日本の少子化に

ついてはすでにご存じの通り、進行していますが、その中で市が子育て支援などの

様々な施策を打つことによってどこまで回復させることができるかという議論の

中で、目標で 1.8 という数字を置いていたという経緯がありました。 

 

（委員） 

ご説明ありがとうございます。仮定ということで理解しました。議論を進めてい

くうえで、この 1.8 という値は継続するのでしょうか。かなりの施策を打つか、経

済的成長がないとあまりにも現実とかけ離れているような気がするのですが、どの

ようなお考えですか。 

 

（事務局） 

現在の仮定が現実的にかけ離れているが再考することはないかという質問でよ

ろしいでしょうか。 
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（委員） 

そうです。1.8 という数字がどのような意味を持つ数字なのでしょうか。議論の

中で単なる目標ですとおっしゃるならそうなのかなっていうところではあります

が、いかがでしょうか。 

 

（事務局） 

目標の一つではあります。 

 

（委員） 

今後５年間の議論をするということで、微調整してもよろしいのではないか、お

考えいただければと思いました。 

 

（事務局） 

今後議論する際に、市の人口ビジョンを設定した際の仮定にギャップが生じてい

るということは意識して施策を検討していく必要があると理解しております。今回

市が改定の対象としている範囲は戦略プランとなります。先ほどの説明の補足にな

りますが、未来構想で定めた人口ビジョンの部分については、策定のときに、日本

国内全体で合計特殊出生率1.8を目指していくという議論があって設定した数値と

なっています。目標に対してギャップが生じていることを真摯に受け止めて施策の

検討をしていきたいと思います。 

 

（委員） 

ありがとうございました。 

 

（会長） 

前回の審議会で私が座長だったということで、少し補足します。人口減少に歯止



 

- 8 - 

めをかけるという大きな問題に対して、日本全体でまち・ひと・しごとという政策

が展開されていました。人口だけが目標ではないと思いますが、当時の考え方とし

ては理解いただければと思います。一方で、リアリティがあるかと言われればその

通りかと思います。 

 

（委員） 

ご説明ありがとうございました。一点だけ確認させてください。30 ページ、地域

行政ということで、資料で「公共施設利用者は特例市平均を下回っており～」とい

う記載があるがどういったところが下回っているのでしょうか。施設が足りないと

いうことでしょうか。 

ノバホール、カピオといった公共施設を管理している立場として、現場の状況と

してはカピオにおいても毎月 1 日の予約開始日には、くじ引きで予約を取ってもら

うような状況になっています。フル稼働で月曜日も休みなくやっている状況で評判

はいいと考えています。そのほか、体育館も場所取りが困難な施設がある状況と聞

いたことがあります。 

 

（事務局） 

参考資料の３ 21 ページ地域行政をご覧ください。地域幸福度（Well-Being）指

標は、客観指標と主観指標とがあります。公共施設に関する客観指標は３つありま

す。人口当たりの体育施設利用者数、図書館利用者数、博物館入館者数で、一番低

いのは図書館の項目になります。全国 Well-Being 調査のアンケート結果である主

観指標の「公共施設の使い勝手が便利であるか」という項目が特例市平均を下回っ

ているという内容を踏まえて、今回課題として挙げております。一方で、スライド

31 の市が実施している市民意識調査における市の「住み心地」に関する設問の結果

を見てみると公共施設が挙げられていました。地域間で大きな差が出ているので、

地域によっては公共施設の使い勝手がよくないと感じている方がいらっしゃるの

かもしれません。 
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（委員） 

偏った数字ということで示されているということですね。私が勘違いしていまし

た。 

 

（会長） 

ご不明な点があればどんどん質問していただけたらと思います。皆さんご質問は

よろしいでしょうか。資料としてはかなり膨大なので、今後の③の議論で立ち返っ

ても問題ありません。資料は次回の審議会以降でも活用していきたいので、その時

またご質問いただければと思います。 

続いて、次の議事としまして、③の説明を事務局お願いします。 

 

【３ 議事 （1）③について説明】 

 

（会長） 

ありがとうございます。これから 45 分程度で議論していきたいと思っています。

何かを決めるとかではなく、思っている意見を出してもらえればと思います。事前

意見をとりまとめた図もありますので、これを見ながら追加説明やご意見をいただ

ければと思います。できれば各委員 1 回は発言いただければと思っています。いか

がでしょうか。 

 

（委員） 

金融の立場からだとなかなか施策分野の選定というところには具体的なイメー

ジが出てきませんが、個人的な意見として、区会加入および新規設立について発言

させていただきます。なかなか区会に加入しないという現状がありますが、そもそ

も市民の方が区会に入るニーズはあるのか、ないのか。ニーズがないものをいろい

ろな施策を講じてやるというのは、労力だけかかって何の効果もないということに
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なってしまうのではないでしょうか。もともとつくば市にいて育った人たちではな

くて、新しく市外から移ってくる人が多いという特殊な環境の中で、その意識がな

い人をどう区会に加入してもらうようにしていくのか。そのあたりまで踏み込まな

いと意味がないと個人的に思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。 

 

（事務局） 

区会加入に関する市民ニーズですが、まず、参考資料５の１ページ目をご覧くだ

さい。市民主体のまちづくりに関する意見交換会で、そもそもニーズがあるのか、

ないのかという話が意見交換会の参加者から出ていました。区会活動の中心になっ

ている方の立場からすると、自分自身のためになった、生きがいになっている側面

もあるので周囲に伝えていきたいという意見もございました。地域の活動を見える

ようにしていくために、活動している様子が周囲の目に見えてこないと自分が関わ

っていこうという気になかなかならないじゃないかというお話でしたり、地域活動

に加わることに抵抗を感じているという方もいるので、すぐに何かお願いするとい

うより、別の目的で地域の活動に参加していたが、気づいたら一員になっていたな

んて展開が理想だよねという話もありました。このほかにも、若い人に権限を委譲

していくことや、ボランティアだけではどうしても難しいので、マネタイズという

か、持続的にできる仕組みをどうやって作っていくかも課題だろうという話を伺っ

ております。市の中でも区会の必要性を説明する機会はありますが、どういう取組

が必要なのか、今後検討が必要だと感じています。 

 

（会長） 

区会というコミュニティをどう形成するかという話だと思います。防災や教育、

子育てなど家庭でかかえるだけでなく地域で一緒に取り組むというのを意識した

内容になっていくかと思います。他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 
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前回の会議では、孤独死について質問しました。お調べいただきましてありがと

うございます。後日回答を見ましたら様々な取り組みがあると分かりました。 

住まいの地域にもよりますが、高齢者は交通弱者や情報弱者になりやすく、そう

いった方々を支えることは本当に大変なお仕事だと思います。市民意見交換会で出

た意見もありますし、例えば民生委員の方々を支える体制は整っているのでしょう

か。体制が不十分であれば、徒労感や無力感にさいなまれてしまう心配があります

し、高齢者を支えるお仕事そのものもうまくいかなくなってしまうのではないかと

考えますが、いかがでしょうか。 

 

（事務局） 

サポート体制について徒労感に終わらないかということも、意見交換会の中で、

民生委員が地域の方を支援している時に見聞きした情報の取り扱いが話題として

出ていました。具体的に支援した方が困っていたことが解決したのか、結果のフィ

ードバックがあるといいという話や、別の会での意見だったかもしれませんが、民

生委員として関わっている人の活動経費、経済的な負担について、どこまで手当て

が支給されているかという話もあったと記憶しています。色々な人のサポートが必

要な状況で、地域のつながりが必要という点もあります。次の計画を作る際の検討

事項として、福祉分野のワーキングチームで議論する際には取り扱うよう考えてい

ます。 

 

（会長） 

いただいたご意見は 41 ページで言うと、３番目ですか。交通の話にもかかわり

ますし、多様性を生かした社会の推進など。高齢者も含めてまちを作っていますか

らね。こういうところに入れていくのかなと考えます。横断的な形で議論していく

のかと思います、ぜひ引き続きよろしくお願いします。 

 

（委員） 
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事前に提出した意見の中からでも大丈夫ですか。 

本日の追加資料№16 の、校内フリースクールについて伺います。市立小中、義務

教育学校、50 校に校内フリースクールが開設されました。素晴らしいことだと思い

ます。しかしながら、学校の敷地に入れない生徒もいると聞いています。学校に通

えない理由は多数あると思うが、心理的なもの、そういったものも考慮されたと思

いますが、具体的なところを伺いたいです。 

何校ソフトランディング的な学校ができたのか。人口増が続く地区がある一方、

減少が続く地区もあります。適正な配置という観点で、学校のフリースクールでも、

通える範囲があると思います。全市的にどのような配置で設置されているのか。そ

ういった方に対してどのようなフォローがあるか伺えればと思います。 

 

（委員） 

ご質問ありがとうございます。大変重要な視点だなと思っておりました。心理的

な問題をどう取り扱うかという話がありましたが、まさにそれこそが肝だと思って

おります。校門まで来てもなかなか入れない子もいる。確かにそうです。不登校は

文科省が定義していまして、１年間に 30 日以上欠席すること、そのような内容で

すけれども、一昨年度の不登校生徒数は 600 人ほど、本当に様々な理由で不登校に

なっています。ですから、一人一人の子供をどう理解し、対応するかが大きな課題

だと思っています。門まで来て入れない子供へのフォローは、例えば、昇降口を一

般の子供たちとは別の入りやすい場所に設けるとか、登校時刻がある程度担当の先

生と約束できていれば、その時間には門のところまでお迎えをして、導いてあげる

とか。その子に合ったやり方をするということがあります。 

また、フリースクールが自分の居場所だと思えるように、子供たちの要求にあっ

た居心地のいい部屋にするという目標があります。ですから、まず外観的にも雰囲

気的にも、ソファーがあったり、畳があったり、隠れ家的にできるよう環境的な工

夫もしているところです。 

そして、あとは学びたい子もいれば、ゆっくりしたい子もいるし、利用の目的も
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様々。自分で時間割を作るようにして、できるだけ学校に来るハードルを下げ、来

たくなるような部屋を目指して運営しています。 

どれぐらいそういう校内フリースクールが、設置できているかということに関し

ては、全部の小中学校、義務教育学校にあります。子供たちが通いやすい環境は作

っているところです。ただ、学校だけでは担えないものですから、民間のフリース

クールの力も借りて、ある程度運営の支援もして進めています。一昨年末不登校の

生徒数が 600 人だったのが、昨年末は 100 人程度減少している状況ですので、一定

の効果はあったのではないかと考えます。今後も改善して、続けていきたいと思っ

ています。 

 

（委員） 

ちょっと勉強不足なんでございますけれども、民間に委託する場合に、教員の免

許とか、心のケアができる人がいるか、そういったことも考えられると思います。

その辺のことを、具体的に教えていただけないでしょうか。 

 

（委員） 

委託というより、民間で開設しているフリースクールにそれぞれ特徴があり、各

スクールの特徴に応じて通う子供がいらっしゃいます。例えば、動物がいてセラピ

ーをやっている施設に通っている子供もいれば、勉強をしっかり見てくれる施設に

通っている子供もいる状況です。それぞれ施設はいろいろ特徴があります。そこへ

ニーズに合わせて、お子さんが通っています。それに対して市として、そういった

施設を運営する資金の一部を支援する。施設によっては教員免許を持っている方が

いるなど、いろいろです。 

 

（委員） 

今後更なる人口増に伴い、こういった生徒も増えるのではと考えています。つく

ばに来るというだけでも新しい環境に慣れなきゃいけないので精いっぱい。それに
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加えてお友達ができないなど悩みもある。いろんな事情で、不登校になる原因は様

々だと思いますが、減少ではなくて増える傾向にあるんじゃないかと私は思います

ので、またそういった取り組みも含めまして、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

（委員） 

そういう難しさっていうのがつくばはあると思いますが、今一番大事にしている

ことは、学校を、誰もが幸せを実感できる学校を作りましょうということです。 

そして、誰もが学校ってやっぱり楽しいなわくわくするなっていう、そういう空間

にしたいと、居場所にしたいという思いで、学校を整えていきたいというふうに考

えています。 

 

（委員） 

今後の進め方として、事務局案として重点的に扱う施策分野を５つ挙げた、その

理由としては事務局が資料でまとめた課題とされているものの重なりが多かった

ということですね。本当は 17 の施策ひとつひとつについて、皆さんとこういった

視点はどうかとか議論できたらよかったと思いますが、時間も限られているなかで

この５つについて議論するというやり方に対して理解はします。 

今後の進め方として、次の第３回と４回の審議会で事務局案の５つについて深堀

りして議論していくということでしょうか。 

 

（事務局） 

資料の 42 ページにもありますが、５個事務局案として示してはいますが、今日

の意見交換も踏まえて、そもそも重点的に扱う施策分野の数は５つが適当なのかど

うかも含めて、問題意識をお伺いさせていただいて、伺った内容を材料として今後

ワーキングチームで施策を検討しようと考えています。 

 

（委員） 
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委員の皆さん、それぞれご関心のある分野が違うと思います。せっかく５つ挙げ

たのなら、５つの分野について担当課として取り組んでいることや今後の取り組み

についてレクチャーいただいたり、実際に携わっている職員に質疑をしながら、こ

ういった視点が必要じゃないかという議論ができると建設的かと考えています。ご

検討いただければと思います。 

 

（事務局） 

今後の進め方についてのご提案ということでありがとうございます。検討させて

いただきます。 

 

（会長） 

皆さんからいただいた意見を反映しながら整理していきたいと思っています。必

ずしも事務局案が全部採用されるのではなく、事務局と再整理をします。皆さん意

見を出してもらっているので、この点を基盤にしながら議論を進めてもらえればと

思います。 

 

（委員） 

事前意見として３つ挙げました。交通、都市地域、子育て教育です。自分が事前

に提出した意見の補足として述べます。 

資料の番号は№３、№８、№14 です。№３の交通に関してですが、多くの市民の

方が公共交通機関の充実を希望していると、意見交換の資料を読んでもそう受け取

れました。つくば市の一番大きな問題として車社会というものがあります。高齢に

なってくると運転ができなくなってきます。つくバスが減便になってしまうなどの

問題もあります。そのため車がなくても生活のしやすい環境整備が問題と思ってい

ます。２つ目に、№８の都市・地域についてですが、つくば市の特徴としていろん

なものが分散して配置されています。車を利用せざるを得ない状況を作り出してい

るかなと感じており、課題だと思います。人口の減少地域、増加地域との間で格差
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が生じていて、問題なので、交通の面を含めて長期的な話し合いが必要だと考えて

います。３つ目は№14 の子育て教育ですが、子育てをしている世帯への支援という

のが大事だと思います。この前意見を事務局に出しましたが、子育てをしながら働

く家庭がすごく多いと思います。その家族が働きながら仕事と子育てを両立できる

ような、みんなが幸せになれるような家庭像が作れればいいなと思って意見提出を

しました。 

 

（会長） 

ありがとうございます。 

話がリンクしているということが分かりました。ご意見を踏まえながら進められ

ればと思います。 

 

（委員） 

この会に参加するようになってつくば市のことを考えるようになりました。目標

が 17 もあって、５個に絞ろうかという話の段階ですが、何をするにしても予算が

必要だと思います。私は交通をもっと充実させたいという意見ですが、そのインフ

ラ整備の予算は莫大なものになりますが、その辺はどうなっているのか疑問です。 

 

（事務局） 

ご意見ありがとうございます。おっしゃる通りで、理想と現実のバランスをよく

考えないといけないというのは全く同意見です。事務局が皆さんに期待しているこ

とはいろいろご意見をいただくというのが第一と考えていますので、お考えですと

か、各施策に対してこういうことがもっと大事ではないか。そういったところのご

意見をいただいて、持ち帰りたいと思います。これから市役所の中でも担当課を含

めて、ワーキングチームを作ってそこで議論していくときに、皆様からこういった

意見をいただきましたが、現実的に、今回戦略プランは向こう５年間でどういった

ことをやっていくかを考えていますので、その中で、何ができるか、施策の方向性
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を検討していきたいと思います。その結果をもって理想と現実のバランスの中で、

今回の計画を作り上げていきたいと思っております。ご意見ありがとうございま

す。 

 

（会長） 

予算の制約や人の制約でできることできないことは出てくるが、まずは希望を出

してもらって、その後優先順位をつけていければと思います。 

 

（委員） 

今予算のことで疑問に思っていましたが、ふるさと納税についてです。つくば市

にとっては厳しいのではと思っています。全部税金が外に出てしまっていて、入れ

るほうを考えることになってきます。税金をつくば市に持ってこられるようなシス

テムを考える必要があると思います。ふるさと納税の返礼品を充実させるとか、返

礼品だけでなくつくばの魅力が感じられるツアーを組んで、人が来てくれるツアー

のような案があればつくば市に税金を落としてくれるのではないかと思います。出

ていくばかりなので心配です。 

事前提出した意見は資料の№６です。№６は近所の人たちと話していることを書

きました。私は住宅地に住んでいますが農地があちこちにありまして、農地を耕し

ている人はいるが、何十年も作物を作っていない状態です。その人たちがなぜ作物

をやらないのかというのが周りの住民が疑問に思っています。耕すたびに土ぼこり

が舞っている状況です。 

№９は景観についてです。歩道の石畳が傷むと、アスファルトでふさいだり、突

然アスファルトの道路に変わったりする。先日、東京に行きましたが、東京の街路

樹は美しくて、歩道もすごく整備されている。人が集まるところは景観がよいと感

じました。道路課に言ってもらってきれいな道路を作ってもらえればと思います。

つくば市は街路樹の剪定の仕方が極端で、美しくないので、もう少し研究してもら

えればと思います。 
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（事務局） 

ふるさと納税の話、広くとらえれば税金の話ですが、正しい数字は手元にありま

せんが流出しているのは事実です。市は現在、外からふるさと納税をしてくれる人

を増やそうと、担当組織を置いて努力しているところです。企業からの寄付も積極

的に受けているところです。 

税収に関し、ここでも今回、産業の話や工場を立地させようという話もあると思

います。税収を増やすことも大切だという意見をいただければ、ワーキングチーム

で議論して策を考えていきたいと思います。 

農地について、作付けをしない理由としてどんなことを考えているか、事前にご

質問いただいたのでお調べしてみました。過去に、農業基本計画の計画策定のとき

に市で農業者の方、30 アール以上の農地を持つ世帯の方に伺ったアンケートの結果

ですが、その際には農業の縮小、荒廃については後継者不在、体力的な問題、作っ

ても経営が成り立たないという理由でしたり、費用の問題が大きいという回答があ

ったと伺っています。農地について荒れている土地を売りたい、貸したい、委託し

て使ってほしいと考えている方も、一定数いらっしゃって、農地として活用・保全

をしていこうという意向を持っている方もいるということは、確認しているところ

です。委員がご指摘の通り、耕作していない土地があって、問題が発生していると

考えられます。土ぼこりの件については、湖沼環境に、悪い影響を及ぼす可能性も

あることから、市としてこれらを防止するために、土の上に、植物を植えるための

種を配布するカバークロップ事業を行っており、必要としている方に提供する事業

を実施させていただいているところです。農地についての問題は非常に大きいとこ

ろだと思いますので今後ワーキングチームで検討する際に、しっかり検討課題とし

ていきたいと考えています。 

景観についてですが、こちらも第１回会議のときにも委員からお話いただいて、

そうだなと理解しております。街路樹については、市で令和４年７月に街路樹の維

持管理の指針を作っていまして、指針に沿って街路樹の維持管理に取り組んでいま
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す。学園都市ができた時期に植栽したものだと４～50 年経過していて、木が大きく

育ったり、老化している樹木もあり、一定の課題を抱えていると認識しています。

こちらについてもいろんなところでご意見いただくところだと思いますので、今後

の施策検討の際に、考えていきたいと思います。 

 

（委員） 

商工会という立場上、経済・産業政策について事前意見を提出しました。円安で

ご存じの通り外国から観光客が来ています。言葉で言うと簡単ですが、実際に受け

皿をつくばでどう作っていくかというところが一番大事です。お金もかかると思わ

れるし、頭をひねって取り組んでいかねばと思っています。確実に追い風になって

いるなと感じた１つエピソードがありますのでご紹介させていただきます。東京都

心の高級なおすし屋さんで日本人グループが会計をしようと伝票を持ってきても

らったら 15 万円だったと。いくら何でもおかしいだろうと思ったら隣のアメリカ

かヨーロッパあたりから来たと思われるご夫婦の会計を店員が取り間違えてしま

った。老夫婦の二人客だったが、観光と言えど一食に 15 万円も使うのかと驚いた

と。円安も追い風になって、そういう層が今日本に来ているということだと思いま

す。需要を取り込んで、地域の中小企業、零細企業も多々ありますので、なるべく

潤ってきてもらえたらと思います。ただ、本来は日本国内の内需拡大だと思います。

なぜなら、内需拡大がないと、つくば市はじめ、なかなか底上げにならないかなと

個人的には思っております。この機会は逃さないでやっていきたいという希望で事

前意見を出しました。 

 

（委員） 

資料の 41 ページの、事務局から提示された施策分野の選定についてです。40 ペ

ージまでの課題を整理して、関連が多い分野ということですが、目指すまちの姿が

Ⅰ～Ⅳまであるうち、「Ⅳ市民のために科学技術を生かすまち」というところのマ

ルが少ないというところがあり、事務局から選んでいただいた施策分野の中に一つ
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も入っていないというのが、ちょっとバランスに欠けるかなという気がいたしま

す。特にスマートシティの話とか、市長が先頭になってやって実践している施策分

野だと思います。そういった観点からも、科学技術のところも一つくらいは今後の

議論する分野としての検討をしてもいいのではないでしょうか。 

 

（委員） 

五十嵐市長が市長になられてから、特別支援教育に関しては昔に比べるとだいぶ

充実していると思います。問題は中学校を卒業した後です。不登校だった子供や、

発達障害の子供のいくところがないというところです。そのほかに普通の高校もな

いという話は前からしていました。特別支援学校に関して、つくば特別支援学校は

平成 19 年に開校してから学生数がどんどん増えています。どうしようもなくなっ

て平成 30 年に茎崎地区は伊奈特別支援学校、平成 31 年には筑波地区は石岡特別支

援学校に行くようになりました。人口が少ない茎崎、筑波地区の学生を外しても人

数が少ないから毎年、毎年人数が増えてしまっています。毎年スクールバスは増え

るし、一昨年には高等部を増設しています。県に特別支援学校をつくば市にもう一

校作ってほしいとは言えないので、県南地区にもう一校新設してほしいという運動

もしていました。つくば市で人口が増えていっても、そのうちピークが来て落ち着

いていくからそれまでなんとか凌いでほしいという考えなのか、新設という話には

なっていきません。つくば市で特別支援学校に通っているお子さんは 400人位いて、

彼らもつくば市民なので困っているという現実があります。この場にふさわしくな

いかもしれないが、意見としてお伝えさせてもらいました。 

 

（会長） 

時間の都合であまり深く議論ができないのですが、ご指摘通り市のできるところ

と県のできるところという部分もあると思いますが、まずは広めに議論していきた

いと思います。引き続き、ご意見いただければと思います。 
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（委員） 

広報、シティプロモーションについてです。TX 沿線を中心としてたくさんの人が

つくば市に越してきていて、新しく市民になられた方にまちの情報をしっかり伝え

ていくことが大事であると思います。もちろん行政や生活の情報発信は当然です

が、そのような情報を含めて、街の魅力や自然、観光、レジャーなどの魅力発信も

重要であると考えています。現在も広報紙やホームページ等で各担当課が発信され

ていますが、つくばの魅力というところで一つに合わせて作ってもいいのではない

でしょうか。既につくばに住んでいる人も意外と知らないつくばの魅力の発見にも

繋がると思います。自分の街を知ってもらうことで、決して押し付けるわけではな

いですが愛着心というか、シビックプライドというか。そういったものを持っても

らえればと思います。街に住んでいるだけではなく、好きになって街づくりに参画

していただくことでさらに魅力ある街に育っていくのではと考えています。 

 

（委員） 

私は業務で常々企業の人事業務の相談に乗っている立場です。昨今、企業の採用

が苦しいという話をよく聞きます。つくば市に限らない話だと思いますが、人手不

足がすでに進行しています。昔は人が離職すると同じ業界に転職するのが多かった

が、今は他業種への転職が多いと感じています。採用が苦しいといっても、必要な

業界というのはあって、例えば福祉の業界です。これからどんどん利用が進んでい

く業界だろうと思うが、景気がいい時も採用がままならないと聞いています。光が

当たらないようなところに、人件費の助成のみならず、市役所として何か助けにな

るような施策が進めばいいなと思っています。科学技術を利用した介護の補助ロボ

ットなど、財政を伴うのですぐには難しいと思うが、光の当たらないところにも光

が当たってほしいと思います。 

 

（会長） 

高齢化が進んでロボットの力を借りるというのもありますね。 
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時間も近づいてまいりましたので、皆さん意見がたくさんあるかと思いますが、

まとめに入りたいと思います。今日いただいた議論で、欠けていたところや見落と

しがいくつか見つかりました。それを含めて再構成するという形で、３回目、４回

目の議論に入っていきたいと思います。 

意見のある方もいると思うので、事務局のほうで受けてもらって、次回、重点的

に議論する部分を決めていきたいと思っています。そこは事務局と私に一任いただ

ければと思いますので、よろしくお願いします。議題は以上ですので、事務局にお

返ししたいと思います。 

 

（司会） 

皆様、ありがとうございました。大澤会長も進行ありがとうございました。 

第３・４回審議会は、それぞれ７月から８月にかけて開催を予定しております。

具体的な日程等につきましては、改めてご連絡させていただきますので、引き続き、

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。会長の方からご案内もありましたが、

会議後に気がついたことなどがありましたら、遠慮なく事務局までお寄せいただけ

ればと思います。よろしくお願いします。本日は誠にありがとうございました。こ

れにて閉会させていただきます。 

 



第２回つくば市未来構想等審議会 次第 

 

日時 令和６年（2024年）６月５日（水）15時 00分～17時 00分 

場所  つくば市役所５階 庁議室 

 

 

１ 開会 

２ 報告 

 (1)第１回審議会の開催報告 

３ 議事 

(1)諮問第１号 「第２期つくば市戦略プラン」の改定について 

① つくば市戦略プラン改定の状況・今後の進め方 

② つくば市を取り巻く環境と課題（社会情勢、人口動態、地域特性、市民意見 等） 

③ 審議会において重点的に扱う施策分野《意見交換》 

４ その他 

５ 閉会 

 

 

配付資料 

基礎資料１ つくば市未来構想等審議会条例 

基礎資料２ つくば市未来構想等審議会名簿 

報告１   第１回審議会おける委員意見と回答 

資料１   つくば市戦略プラン改定の状況及び今後の進め方 

資料２   つくば市を取り巻く環境と課題 

資料３   審議会において重点的に扱う施策分野について《意見交換》 

参考資料１ 基礎調査結果（社会情勢） 

参考資料２ 基礎調査結果（人口動態） 

参考資料３ 基礎調査結果（地域特性） 

参考資料４ 基礎調査結果（市民意識調査結果分析） 

参考資料５ 基礎調査結果（市民意見交換会） 

 



基礎資料１ 

○つくば市未来構想等審議会条例 

平成元年３月 29日 

条例第 19号 

（設置） 

第１条 つくば市未来構想及びつくば市戦略プランの策定に関する基本事項を調査及び審議をするた

め、つくば市未来構想等審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、つくば市未来構想及びつくば市戦略プラン（つくば市未来構想

を実現するために策定する計画であって、市政の中で特に重点的に取り組む施策を掲げるものをい

う。）について必要な調査及び審議を行い、意見を取りまとめて市長に答申する。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員 30人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) 市議会議員 

(2) 地方行政機関及び公共的団体の役職員 

(3) 学識経験者 

(4) 市の副市長及び教育長 

(5) 市民 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 前条第１号、第２号及び第４号に規定する者で当該職又は地位により委員に任命されたものが当該

職又は地位を離れたときは、委員の職を失うものとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 
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（会議） 

第６条 審議会は、必要に応じ、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

（専門部会） 

第７条 審議会に、専門的事項について調査及び審議をするため、専門部会を置くことができる。 

２ 前２条の規定は、専門部会について準用する。 

（関係者の出席） 

第８条 委員以外の者で会長が審議上必要と認める者は、審議会に出席し、意見を述べることができる。 

（幹事） 

第９条 審議会に幹事若干人を置く。 

２ 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。 

３ 幹事は、審議会の議事が円滑に進行するよう会務を処理するとともに、付議事案の提案及び調整を

行うものとする。 

（庶務） 

第１０条 審議会の庶務は、政策イノベーション部において処理する。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 省略 



基礎資料２ 

つくば市未来構想等審議会（令和５～６年度） 委員 

 区分 氏名 所属 

1 
市議会議員 

五頭 泰誠 つくば市議会 議長 

2 小森谷 さやか つくば市議会 副議長 

3 

地方行政機関及び公

共的団体の役職員 

宇津野 茂樹 
公益財団法人つくば文化振興財団 

常務理事 

4 小島 康夫 茨城県社会保険労務士会 副会長 

5 貝塚 厚 
一般社団法人つくば観光コンベンシ

ョン協会 事務局長 

6 加納 誠介 
筑波研究学園都市交流協議会 

企画調整委員会委員長 

7 後藤 真紀 つくば市福祉団体等連絡協議会 

8 二方 善郎 
つくば市記者会 

茨城新聞社土浦・つくば支社長 

9 武石 佳宏 
つくば市金融団 

常陽銀行研究学園都市支店長 

10 中井 聖 
特定非営利活動法人ままとーん 

理事 

11 原 辰幸 茨城県政策企画部地域振興課 課長 

12 布浦 万代 
一般財団法人つくば市国際交流協会 

理事長 

13 仁平 宏 つくば市商工会 事務局長 

14 学識経験者 大澤 義明 麗澤大学工学部教授 

15 

市民 

姉﨑 順子 

市民委員 

16 池田 里美 

17 小澤 貴子 

18 鈴木 俊二 

19 松村 かおり 

20 三石 満智子 

21 

市の副市長及び教育

長 

飯野 哲雄 
つくば市副市長 

22 松本 玲子 

23 森田 充 つくば市教育長 

 ※下線部は前回（第１回審議会）からの変更箇所です 
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第１回つくば市未来構想等審議会（2024.2.8） 委員意見と回答 

※事務局にて文体統一等の編集を行っています 

審議会当日意見 

№ 内容 回答 

1 市長が市民と意見交換会をするということだ

が、そこで出た意見をこの審議会でどう把握し

たらいいか。 

色々な立場の委員が審議会に参加しており、そ

れぞれの観点があるので、まとめた資料だけで

はなく、逐語録もしくは、録音のようなものを

示すとよいのではないか。 

意見交換会でいただいた意見については、情報

を整理してお示しすることで、今後議論しやす

いように準備したい。 

意見のまとめ方については、実際に開催しなが

ら、よりよい方法を検討する。 

【後日補足】 

次第に沿った会議やワークショップとは異な

り、参加者それぞれが自由に意見を出す場であ

ることから、出された意見等を趣旨に沿って分

類した上で、整理している。 

2 パブリックコメントはどのくらいの人数を予

想しているか。 

なるべく多くの方から意見を集められる工夫

を。 

現行の戦略プラン策定の際は、12人の方から 42

件のご意見をいただいたため、同程度を想定し

ていた。より多く意見が集まるよう、周知方法

等を工夫する。 

3 今後、本審議会で議論するのは、基本施策や個

別施策は固定して、「未来像とのギャップ」や

「施策の方向性」、「今後５年間で取組むこと」

についてという認識でよろしいか。 

2030年の未来像は固定で考え、未来像と現状と

のギャップを改めて分析し、今後５年間で何に

取組むべきかを今後議論いただきたい。 

4 つくば市戦略プランと個別計画で重複した管

理が生じているとありますが、具体的にどのよ

うな事例があるのでしょうか。 

 

戦略プランで掲げている施策と未来構想のも

とで実行していく個別計画、例えば福祉分野で

は、戦略プランのほか地域福祉計画があり、障

害福祉計画や子ども・子育て支援プラン等様々

な計画がその下に紐づき、重複している情報や

管理状況がある。 

5 未来構想は 2050 年頃を見据えているため、も

う少し若い委員がいてもいいのではないか。 

今後、若い方の意見を収集する方法を検討す

る。 

【後日補足】 

若い方からの意見聴取の一つとして、市長と市

民との意見交換会に、若者世代の方々にもご参

加いただいた。 

6 自宅の近くでは、小さな森や畑にソーラーパネ

ルが非常に増えている。ＣＯ２削減といった面

では貢献していると思うが、これでいいのかと

いう思いもある。 

おっしゃるとおり、一つの取組にも複数の側面

がある。いただいたご意見は、庁内ワーキング

や審議会にて改めて提示し、参考にしたい。 

7 新しい家が増えているが、大通りや公園の緑が

少なくなっているように感じる。大通りの街路

景観も市の資産だと認識している。いただいた

ご意見は、庁内ワーキングや審議会にて改めて



報告１ 

- 2 - 

樹や遊歩道など、以前よりも景観が悪くなって

いるように感じる。そうしたことを踏まえて、

新しいことばかりではなく、古いものも大切に

してほしい。 

提示し、参考にしたい。 

 

8 友人がつくば市の景観に魅かれて移住を決め

た経緯がある。市全体の自然の景観を維持して

いただきたい。 

景観も市の資産だと認識している。いただいた

ご意見は、庁内ワーキングや審議会にて改めて

提示し、参考にしたい。 

9 高齢化の進行に関連するキーワードに孤独死

があると思うが、つくば市の現状と対策はどの

ような状況か。 

【後日回答】 

市では、孤独死についての状況を把握していな

いが、広く安否確認や健康保持、孤独感解消の

ための事業として、乳製品を手渡しで配達する

「愛の定期便事業」や夕食を希望の曜日に手渡

しで配達する「宅配食事サービス事業」、緊急通

報機器を貸与する「緊急通報システム事業」等

を実施している。また、民生委員による訪問や

傾聴ボランティアによる訪問といった支援も

実施している。 

第３回以降の審議会では、未来像の実現に向

け、2030年の未来像と現状とのギャップの解消

に資する施策等、庁内ワーキンググループで作

成した案を提示し、議論を深めていきたい。 

10 自身は共働きだが、周囲では子どもの放課後の

居場所があまり充実していないという声を聞

くことが多い。 

放課後の子どもの居場所として、例えば児童館

があるが、今後の審議会で状況をお示しし、課

題を改善するために市がどう取り組んでいる

のか、また、それでも足りないところは何なの

か等、議論する際に、ご意見いただきたい。 

【後日補足】 

市では、児童館のほか、放課後児童クラブや放

課後子ども教室等、放課後の子どもの居場所確

保を進めている。また、経済的な困難を抱える

家庭に対しては、学習会の開催やみんなの食堂

の展開等による支援を実施している。 

11 今後の議論において、コストや実現可能性を考

慮しながら進めるのか、また、施策を見直す際

に、その根拠や行政として考えうる施策、それ

に対してどう意見すればいいのかという論点

整理が必要では。 

今後は、論点を整理し、どういった角度でどの

ような意見を求めているのかを明確にした上

で審議会を進めたい。 

12 こども基本法の施行によって、こどもや若者に

関する施策については、こどもや若者の意見を

聴取し反映することが義務化された。2030年頃

今回は、未来像についてではなく、その実現に

向けた施策についてテーマを設定した意見交

換会を予定しているが、いただいた視点を踏ま
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の未来構想改定の時期にこどもや若者も参画

することになるとは思うが、それを見越して試

行的に意見聴取してもよいのではないか。 

まちづくりに関わる市民の育成というような

観点でも、例えば、小中学校にモデル校を設定

し、授業の一環でつくば市のまちづくりについ

て説明し、意見を聞くことを検討してもよいの

ではないか。 

え、子どもや若者の意見を収集する方法を検討

する。 

【後日回答】 

若い方からの意見聴取の一つとして、市長と市

民との意見交換会に、若者世代の方々にもご参

加いただいた。 

13 複数の基本施策に関わる施策、例えば街並みと

いう点では、景観とバリアフリーを両立できる

ようにしてほしい。 

複数の観点から施策を検討することは重要と

認識している。いただいた視点を踏まえて、今

後の改定を進めたい。 

 

 

審議会後意見 

№ 内容 回答 

1 Ⅱ-5多様な移動手段があるまちをつくる 

②自動車から自転車への転換推進について 

「サイクルパーク」、「シェアサイクル」両事

業は、課題名と施策内容が合っていないと思

う。単純に「自転車活用の推進」等の課題名と

して「みんなで自転車に乗ろう。つくばを自転

車で走ろう」であるべきではないか。 

また、「サイクルパークつくば」「つくチャリ」

両事業の実施状況について、詳細なデータ解析

と検証が大切。 

快晴で暖かな休日に「サイクルパークつく

ば」に行きました。イベントが行われていたが、

一般の方が利用している姿は数名しか見られ

ませんでした。レンタサイクルについてもかな

りの台数が残っている状況でした。更なる利用

拡大に向けた取組が必要ではないか。 

「つくチャリ」シェアサイクルの利用状況は

年々増加傾向にあるということだが、HPにアッ

プロードされている数年分の利用実績を確認

すると短時間での利用が多数見受けられ、詳細

を確認すると“例えば”研究学園駅からイー

アスまで数百 m程度の利用や、一見するとそこ

に自転車があって便利そうだから乗ってみよ

うという感じの利用方法なのかなと思った。

「みんなで自転車に乗ろう。つくばを自転車で

 

 

 

第１回及び第２回審議会では、改定の方針や参

考とする各種情報の紹介等が主となるが、第３

回以降では、未来像の実現に向け、2030年の未

来像と現状とのギャップの解消に資する施策

等、庁内ワーキンググループで作成した案を提

示し、議論を深めていただきたい。 

いただいたご意見は、庁内ワーキングや審議会

にて改めて提示し、参考にしたい。 

 

【参考：令和５年度第２回未来構想等推進会議

でのサイクルコミュニティ推進室による回答】 

ご意見のとおり、事業が直接的に自動車から自

転車への転換を促すものにはなっていないが、

「サイクルパークつくば」の運営を通じて市民

が自転車に触れる機会を増やすことにより、自

転車への転換を促すことができると考える。ま

た、シェアサイクルのサービスも研究学園駅と

つくば駅の周辺に限られますが交通行動の変

容に一部寄与していると考える。 
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走ろう」であったり、一般のシェアサイクル事

業であれば、どのような目的での利用でも問題

はないが、課題名の「自動車から自転車への転

換」には至っていないのではないか。 

「サイクルパークつくば、つくチャリ」両事

業とも箱モノへの投資が大きく、今後かなりの

ランニングコストが発生していることから、し

っかりとした検証をしながら事業を継続して

いく必要がある。 

2 基本施策Ⅱ-５指標の進捗状況について 

 

指標：日常利用する交通手段が自家用車である

人の割合 

従前値、2020～目標値 2024 を見ると 85％前後

であります。 

市街地はバスのルートおよび便数も多く、今

後自転車利用の推進が図られれば、少しずつ割

合は減少していくかもしれないが、郊外では令

和６年４月から「つくバス」の便数が減り、増々

不便な方向にあり、目標値に近づくように思え

ない。 

郊外では何をするにも移動距離も大きく、自

動車から自転車への転換は難しく、限定される

と思うが、多様な移動手段とは何なのでしょう

か？ 

 

 

ご指摘のとおり、2022 年の目標値 84.5％に対

し実績値は 88.4％となっており、前年比ではや

や改善（-0.7％）しているものの、目標達成に

は至っていない。 

今後、戦略プランの改定に当たっては、現行の

第２期戦略プランの成果や課題を適切に評価

するとともに、市民委員の方々をはじめ様々な

手法で収集した市民意見を踏まえ、ご指摘の点

も含めて議論を進めていきたい。 

 

3 議事①つくば市未来構想及び戦略プランの改

定方針について 

議事②つくば市が取り巻く環境（社会情勢）に

ついて 

 

来期の戦略プランに女性の家事（育児・介護

含む）負担を減らせるような施策があるといい

と思います。 

例えば、男性の家事参加を促進させる、また

は家事を他者にシェアできるような施策です。 

参考資料 3、20ページにもあるように、共働

き世帯は増加の一方です。男性の育児休業取得

など、さまざまな施策が推進されているにも関

わらず、家事負担の割合は依然と女性が多いと

いうデータがあります。（別途資料提供） 

 

 

 

 

 

第１回及び第２回審議会では、改定の方針や参

考とする各種情報の紹介等が主となるが、第３

回以降では、未来像の実現に向け、2030年の未

来像と現状とのギャップの解消に資する施策

等、庁内ワーキンググループで作成した案を提

示し、議論を深めていただきたい。いただいた

ご意見は、庁内ワーキングや審議会にて改めて

提示し、参考にしたい。 
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女性の家事負担を減らせれば、女性の生活満

足度の向上や、働き手が増える等のさまざまな

メリットがあると思います。 

つくば市でどの程度の割合で女性の家事負

担があるのか気になります。 

また、すでに何か対策を取られているなら、

教えていただきたいです。 

つくば市で、家族のあり方を変えるような施

策をたてられたら、戦略プランがもっと良いも

のになると思いました。 

 

 

今後、戦略プランの改定に当たっては、現行の

第２期戦略プランの成果や課題を適切に評価

するとともに、市民委員の方々をはじめ様々な

手法で収集した市民意見を踏まえ、ご指摘の点

も含めて議論を進めていきたい。 

 

4 その他（個別施策に関する意見） 

障害のある子も国籍の違う子も一緒に遊べ

て、また、猛暑日でも、天候に左右されずに、

公園のような感覚で、安全に遊べる場所がある

といいと思いました。 

つくば市にある子どもの居場所と呼ばれる

場所は、広いスペースにマットが敷いてあっ

て、市販のおもちゃが置いてあるだけというイ

メージがあり、わざわざ足を運びたくなるよう

な感じがありません。 

 

山形市の取組（児童遊戯施設コパル）は非常に

参考になると思いました。 

シェルターインクルーシブプレイス コパル

（copal-kids.jp） 

 

第１回及び第２回審議会では、改定の方針や参

考とする各種情報の紹介等が主となるが、第３

回以降では、未来像の実現に向け、2030年の未

来像と現状とのギャップの解消に資する施策

等、庁内ワーキンググループで作成した案を提

示し、議論を深めていただきたい。いただいた

ご意見は、庁内ワーキングや審議会にて改めて

提示し、参考にしたい。 
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１ つくば市戦略プラン改定の状況
及び今後の進め方

第２回 つくば市未来構想等審議会 資料１

議事(1)諮問第１号 「第２期つくば市戦略プラン」の改定について
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1. つくば市戦略プラン改定の状況及び今後の進め方 【資料１】
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② 改定の方向性
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市民意見の収集・改定への反映

本改定は、未来構想で描いた2030年の未来像を実現するための、後半５年間における施策をまと
めるものである点を踏まえ、以下の方針で市民の意見を収集・改定へ反映します。

(1)改定序盤においては、意見交換会やアンケートによって、主に「2030年の未来像とのギャップ」等
についての意見を集め、その後の改定作業において反映します。

(2)改定終盤においては、パブリックコメントにより、計画素案への意見を集め、反映します。

(3)改定全体を通して、市民委員をはじめとした未来構想等審議会委員のみなさまの意見を反映します。

(1)市民と市長の意見交換会 (2)パブリックコメント

(3)未来構想等審議会

（１）アンケート（市民意識調査）

2020年
からの変化

計画素案計画骨子
2030年との
ギャップ分析

計画体系の再構築

施策の方向性

策定

① 市民と市長との意見交換会 開催概要
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目的

「市民と市長との意見交換会」

多様な市民との意見交換により、日常や社会生活における2020年（未来構想策定時）からの変
化、それに伴う市への期待の変化等について意見を収集することで、未来構想に掲げる2030年
の未来像と現在とのギャップを分析する際の参考とします。

時 期 ： 令和６年２月から４月
回 数 ： 未来構想で掲げた４つの「目指すまちの姿」に応じて全６回
対 象 ： 「目指すまちの姿」から抽出したキーワードに対応する属性の市民（各回10名程度）

⇒第１回審議会でのご意見を踏まえ、若者世代の参加についても留意して調整しました。
参加者： 全62名
時 間 ： 平日の日中または夜間、休日の日中で１回約２時間
場 所 ： 各回で対象者が参加しやすい場所を設定

(1) 自己紹介（つくば市の好きなところ、課題と感じるところ）
(2) 未来構想・戦略プランの概要について説明
(3) 各回のテーマに関連した市の取組事例を紹介
(4) 市民と市長との意見交換

概要

内容（当日の流れ）

6

① 市民と市長との意見交換会 開催概要



各開催回の概要

② 「市民と市長との意見交換会」

開催日時・場所 キーワード 意見交換テーマ 【対応する基本施策】 参加者

2/18（日）
10：00-12：00
【市民センター】

Ⅲ 多様性

・多様性をいかす文化が根付く社会の実現のために
・誰もが活躍できる社会に向けて必要なこと

【Ⅲ-３ 多様性をいかした誰もが活躍できる
社会をつくる】

計13名
・国際交流協会
・留学生交流員
・男女共同参画審議会委員 等

3/8（金）
18：00-20：00
【つくばスタート
アップパーク】

Ⅳ スマートシティ
DX

・イノベーションの創出について
・新技術・サービスの社会実装について

【Ⅳ-1 知識集約によってイノベーションを創出する】
【Ⅳ-３ 市民のために新たな技術や価値を導入し、

進化するまちをつくる】

計14名
・つくばスマートシティ協議会
・筑波研究学園都市交流協議会
・スタートアップ関係者 等

3/25（月）
10：00-12：00
【子育て総合支援

センター】

Ⅲ 子育て
充実した子育て環境の実現に向けて

【Ⅲ-１ こどもも親も楽しく育つ環境をつくる】

計９名
・地域子育て支援拠点運営団体
・つくば市子ども・子育て会議委員
・障害児相談支援事業所 等

4/12（金）
13：00-15：00

【谷田部交流センター】
Ⅰ 市民協働

市民が中心となったまちづくりの実現に向けて
【Ⅰ-１ 市民と共に創るまちづくりを推進する】

計10名
・区会連合会
・アイラブつくばまちづくり
補助事業団体

・周辺市街地活性化協議会 等

4/19（金）
18：00-20：00
【つくば市役所
コミュニティ棟】

Ⅳ 環境
循環型のまちづくりに向けた取組について

【Ⅳ-４ 地球に優しくごみのない低炭素で
循環型のまちをつくる】

計７名
・SDGsパートナーズ
・気候市民会議参加者 等

4/26（金）
18：00-20：00
【つくば市役所
コミュニティ棟】

Ⅱ 福祉
安心して暮らし続けられる社会の実現に向けて

【Ⅱ-１ 地域が支え合い、医療、介護、福祉が
充実したまちをつくる】

計９名
・シルバークラブ
・民生委員
・居宅介護支援事業所 等

7

① 市民と市長との意見交換会 開催概要



① 市民と市長との意見交換会 開催概要
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第１回 テーマ：「多様性」

第２回 テーマ：「スマートシティ・ＤＸ」 第３回 テーマ：「子育て」

各開催回の様子

※各回で出された意見等の詳細については、参考資料５を御覧ください。



① 市民と市長との意見交換会 開催概要

9※各回で出された意見等の詳細については、参考資料５を御覧ください。

第４回 テーマ：「市民協働」各開催回の様子

第５回 テーマ：「環境」 第６回 テーマ：「福祉」
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昨今の社会経済情勢の変化にいち早く対応できるような計画体系の実現及び個別計画との重複
管理等の解消を目指します。
➡未来構想と個別計画をつなぐための計画へ

３.改定の方向性

計画の構成 （再掲：第１回審議会資料）

①基本施策部分は、未来構想と個別計画をつなぐ役割を担う中心的な部分として、更新する。

②個別施策部分は、各個別計画との重複が見られることから、その
役割を個別計画へ委ねる。

③指標等による進行管理は各個別計画に委ね、未来像に関連する
代表的な参考指標を設定し、随時公開する。 （≒ダッシュボード化）
ただし、計画更新時(2029年)のみ、総括として評価を実施する。

※現在、つくば市における個別計画の状況を調査・分析中のため、その結果を
踏まえて、上記の方針を更新予定です。
➡原則、上記の方向性のとおり、改定を進めます

分野別 個別計画
・方針・政策
・施策
・事業計画 など

未来構想
まちづくりの理念
目指すまちの姿
2030年の未来像

未来構想

基本施策
参考指標

戦略プラン
基本施策

個別施策

継続

更新

委ねる

円滑な接続

② 改定の方向性
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② 改定の方向性

【参考】 現行戦略プランと個別計画の関係性（調査結果）

関係性の分類
該当する

個別計画の数
（重複あり）

該当する
個別施策の数
（重複あり）

① 個別施策での体系(施策・事業の関係)と、個別計画での体系がほぼ一致 ３計画 3施策

② 個別施策での体系(施策・事業の関係)と、個別計画での体系の一部が部分的に一致 80計画 40施策

③
個別施策での体系(施策・事業の関係)と、個別計画での体系が無関係(不一致)、
もしくは個別計画の体系がなく、両者で掲載されている事務事業名のみ一致

87計画 36施策

④
個別施策が目指す内容と個別計画で目指す内容とが
大きな方向性としては近いものの、個別計画にのみ事務事業が掲載

22計画 11施策

⑤ 個別施策の内容に相当する個別計画がない ― 1施策

⑥ 個別計画の内容に相当する個別施策がない 36計画 ―

 本市の個別計画は116（令和５年12月1日時点で計画期間中または策定予定）

 戦略プランと個別計画の関係性を類型化すると次の６パターン

12

戦略プランと個別計画が円滑に接続するためには、「計画の目指す方向性とその達成手段にお
いて大きな相違なく整合すること」が重要です。

現在の施策体系（目指すまちの姿～基本・個別施策～実施事業）と個別計画での体系（目標～政
策・施策～実施事業）がほぼ一致しているものは３施策と少なく、赤枠部分は、今後個別の検討・
調整が必要となるため、事務局において整理を進めます。



未来構想(2020-2050)
(10年見直し)

第１章 目的・構成・期間

第２章 社会情勢等

第３章 地域特性

第４章 市民の声

第５章 人口財政の現状と

推計フレーム

第６章 まちづくりの理念

・目指すまちの姿

第７章 人口ビジョン

第８章 土地利用構想

第２期戦略プラン
(2020-2024)

第１章 未来構想の概要
第２章 まち・ひと・しごと

創生との連携
第３章 戦略プランの基本的な

考え方
第４章 個別計画の位置づけ

第５章 基本施策と個別施策

[基本施策]17個

･目指すべき未来像

･ギャップと施策の方向性

･今後５年間で取り組むこと

（≒個別施策の名称・方向性）

･基本施策の指標

[個別施策]49個

･個別施策の目的と方向性

･個別施策の現状

･個別施策の指標

･主要プロジェクト

分野別 個別計画

【構成例】

・現状、課題

・目的と方向性

・施策

・事業

・指標
円滑な接続に向け、施
策体系及び施策の方向
性等について、改定時
等における手引きや申
伝え等の作成を検討

３.改定の方向性

計画構成イメージ①
（目次ベース）

② 改定の方向性

委ねる

今後の審議会で特に
ご意見をいただきたい部分

13

整合に留意し
戦略プランを

更新



戦略プラン冊子

計画構成イメージ② （現行計画冊子ベース）

基本施策において、分野別の施策の方向性を示し、
紐づく事業の立案・実施は個別計画へ委ねる

② 改定の進め方（方向性）

14

今後の審議会で
特にご意見を

いただきたい部分

第２期戦略プラン
（例：p.27-28）



（例）基本施策Ⅰ-２
資源をみがき、魅力あふれるまちをつくる

◆目指すべき未来 ◆今後５年間で取組むこと

未来像の実現に向けた施策の方向性を示す。
（個別具体的な事業は関連する個別計画等で示す）

◇2030年の未来像

【未来構想から変更なし】
アイデアや意欲のある人材が集まり、つくばの資産と新たなセンスが融合する
ことで新しい魅力が創り出されています。 「未来像とのギャップ」・「基本施策の方向性」から導かれる施策の

要請と、紐づく個別計画で規定されている施策との整合を図る。

◆ギャップと施策の方向性
◇未来像とのギャップ

①□□□の推進
◇
記載の粒度に注意し、戦略プラン全体でのバランスを図る

関連する個別計画：
戦略プランの冊子上は計画名のみ記載

第２期戦略プランの総括を基に、社会情勢や人口動態、市勢、市民意
見等を踏まえ、改定時点での未来像とのギャップを再分析。

②・・・の振興
◇

◇基本施策の方向性 ◇

未来像とのギャップから導かれる施策の要請と紐づく個別計画で規定
されている施策との整合を図る。

関連する個別計画：

◆代表的な参考指標
◇～～の割合 ③～～～の活用

基本施策の進捗が確認できるようなモニタリング指標を検討 ◇

◇・・・の比率 ◇

◇---の数 関連する個別計画：

15

次期計画のページ構成イメージ

② 改定の進め方（方向性）
今後の審議会で特に

ご意見をいただきたい内容
（赤字の項目）全17施策
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③ 庁内策定組織の活動状況

改定体制

庁内策定組織
（事務局：企画経営課）

市民

意見交換会
パブリックコメント

未来構想等審議会
（有識者・市民）

庁議（市長）

策定委員会
（各部等の長）

職員
ワーキングチーム

つくば市議会

調
査

指
示

意
見
・

指
示

報
告

原
案

提
出

報
告

参
加

参
画

答申

諮問

意見・提案

情報提供

参画

17

Ｒ6.4～
活動スタート

（つくば市未来構想等推進本部
専門部会として）

《構成員》
第２期戦略プランの基本施策
に紐づく個別施策を所管する
課等の長
（施策体系の検討状況に応じ
て入替え予定）

根拠：つくば市未来構想等策定委員会設置規則



役割

職員ワーキングチーム（ＷＴ）

未来構想等の立案作業において、計画・施策に関する現況と課題について取りまとめ、併せて各種デ
ータ、資料等の収集及び整理を行う。 （根拠：つくば市未来構想等策定委員会設置規則第５条）

第２期戦略プランにおける基本施策に紐づく個別施策を所管する課等の長を構成員として活動をスタ
ートします。施策体系等、改定の検討状況に応じて、構成員の入替えを想定しています。

構成

活動状況（Ｒ6.4-5）

18

③ 庁内策定組織の活動状況

(1)令和５年度の基本施策評価
例年実施している第２期戦略プランの進行管理の一環として、紐づく個別施策の取組状況等に基づき、

基本施策単位で令和５年度の振返りを行いました。

（２）第２期戦略プランにおける基本施策の総括
戦略プランの改定に向け、検討の土台とするため、基本施策の総括として、令和２年度から５年度まで

の取組状況を振返り、成果や課題、改善点等を整理しました。
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【参考】第２期戦略プランの施策体系

Ⅳ
市民のために

科学技術を

いかすまち

Ⅲ
未来を

つくる人が

育つまち

Ⅰ
魅力を

みんなで

創るまち

Ⅱ
誰もが

自分らしく

生きるまち

目指すまちの姿 個別施策(49)

Ⅰ-１ Ⅰ-１ ４施策市民と共に創るまちの実現 市民と共に創るまちづくりを推進する

Ⅰ-２ Ⅰ-２資源をみがく新たな魅力の創造 資源をみがき、魅力あふれるまちをつくる ５施策

Ⅰ-３ Ⅰ-３つくばならではの街並みや体験の創出 つくばならではの街並みや体験を創出する ２施策

Ⅰ-４ Ⅰ-４世界中から人を 惹きつける魅力の発信 シティプロモーションを推進する ２施策

Ⅱ-１ Ⅱ-１地域が支え合う医療、 介護、福祉の実現 地域が支え合い、医療、介護、福祉が充実したまちをつくる ５施策

Ⅱ-２ Ⅱ-２生涯いきいきと暮らせる 人生 100 年時代の実現 人生100年時代に生涯いきいきと暮らせるまちをつくる ２施策

Ⅱ-３ Ⅱ-３日頃から地域で連携した 防災・防犯体制の構築 地域や市民一人ひとりの防災・防犯への備えを後押しする ３施策

Ⅱ-４ Ⅱ-４公共施設やインフラの 長期的な活用・維持 公共施設やインフラのマネジメントを推進する ４施策

Ⅱ-５ Ⅱ-５ライフスタイルに合わせた 多様な移動手段の構築 多様な移動手段があるまちをつくる ２施策

Ⅱ-６ Ⅱ-６身近な自然を守り、 楽しみ、持続させる 身近な自然を守り、楽しみ、持続させる ２施策

Ⅲ-１ Ⅲ-１こどもも親も楽しく育つ環境の充実 こどもも親も楽しく育つ環境をつくる ３施策

Ⅲ-２ Ⅲ-２じぶんの「好き」を見つけ個性を伸ばす環境の充実 個性を伸ばし未来を切り拓く力を育む ３施策

Ⅲ-３ Ⅲ-３ 多様性をいかした誰もが活躍できる社会をつくる多様性をいかした誰もが 活躍できる社会の実現 １施策

Ⅳ-１ Ⅳ-１未来を切り拓く社会イノベーションの創出 知識集約によってイノベーションを創出する ２施策

Ⅳ-２ Ⅳ-２地元で頑張る組織や 人の持続的な成長 地元で頑張る組織や人が成長し続けるまちをつくる ２施策

Ⅳ-３ Ⅳ-３新たな技術や価値の導入 によるまちの進化 市民のために新たな技術や価値を導入し、進化するまちをつくる ３施策

Ⅳ-４ Ⅳ-４地球に優しく「ごみ」の ない循環型社会の実現 地球に優しく「ごみ」のない低炭素で循環型のまちをつくる ４施策

基本施策(17)2030年の未来像(17)

17の基本施策ごとに職員ワーキングチームを組織し、
紐づく個別施策を所管する課等の長を構成員として
活動をスタートします。

③ 庁内策定組織の活動状況



現状
（令和６年度当初）

未来構想
策定時
（令和２年度）

未来像との
ギャップ

第２期戦略
プランで設定

パート２：ギャップの更新
第２期戦略プランにおいて

ギャップ解消が進まなかった点
もっとできた点、不足していた点
＋市を取り巻く環境の変化を加味

20

2030年の
未来像

パート３：施策の方向性
ギャップを解消するために必要な方向性

パート４：今後５年間で取組むこと
ギャップ解消に貢献する施策

※関連する分野別の個別計画との整合性に
留意しつつ設定

パート１：成果
第２期戦略プランにおいて
ギャップ解消に貢献した点

③ 庁内策定組織の活動状況

改定作業イメージ

Ｒ6.4～５
実施済み
（つくば市未来構想等推進本部専門部会として）

Ｒ6.６～
順次実施
成果物については、次期戦略プランの骨子・素案

として、今後審議会にてご議論いただきます。



（例）基本施策Ⅰ-２
資源をみがき、魅力あふれるまちをつくる

◆目指すべき未来 ◆今後５年間で取組むこと

未来像の実現に向けた施策の方向性を示す。
（個別具体的な事業は関連する個別計画等で示す）

◇2030年の未来像

【未来構想から変更なし】
アイデアや意欲のある人材が集まり、つくばの資産と新たなセンスが融合する
ことで新しい魅力が創り出されています。 「未来像とのギャップ」・「基本施策の方向性」から導かれる施策の

要請と、紐づく個別計画で規定されている施策との整合を図る。

◆ギャップと施策の方向性
◇未来像とのギャップ

①□□□の推進
◇
記載の粒度に注意し、戦略プラン全体でのバランスを図る

関連する個別計画：
戦略プランの冊子上は計画名のみ記載

第２期戦略プランの総括を基に、社会情勢や人口動態、市勢、市民意
見等を踏まえ、改定時点での未来像とのギャップを再分析。

②・・・の振興
◇

◇基本施策の方向性 ◇

未来像とのギャップから導かれる施策の要請と紐づく個別計画で規定
されている施策との整合を図る。

関連する個別計画：

◆代表的な参考指標
◇～～の割合 ③～～～の活用

基本施策の進捗が確認できるようなモニタリング指標を検討 ◇

◇・・・の比率 ◇

◇---の数 関連する個別計画：

21

次期計画のページ構成イメージ（再掲）
全17施策

③ 庁内策定組織の活動状況

パート２

パート３

パート４



《目次》

1. つくば市戦略プラン改定の状況及び今後の進め方 【資料１】

① 市民と市長との意見交換会 開催概要

② 改定の方向性

③ 庁内策定組織の活動状況

④ 今後の進め方

2. つくば市を取り巻く環境と課題 【資料２】

3. 審議会において重点的に扱う施策分野 《意見交換》 【資料３】



改定の主な流れと審議会

2020年
からの変化

計画素案計画骨子
2030年との
ギャップ分析

計画体系の再構築

施策の方向性

策定

社会情勢の
調査・分析

人口動態の分析

市勢（強み･弱み）の調査・分析

第２期戦略プランの評価・課題整理

市民意見（意見交換会）

庁内個別計画調査

市民意見
（パブリックコメント）

第１回審議会
【2/8済】

第２回審議会
【今回（6/5）】

庁内策定組織による計画骨子・素案（パート２～４）

第５回審議会
【10月頃】

第３-４回審議会
【７～８月頃】

④ 今後の進め方

市民意見（アンケート結果分析）

23

答申

第６回審議会
【12月頃】



時期 予定している内容

第１回
２月８日
【済】

・改定方針
・つくば市を取り巻く環境（主に社会情勢）
・意見交換

第２回 ６月５日

・つくば市戦略プラン改定の状況及び今後の進め方
・つくば市を取り巻く環境（主に人口動態、市勢、市民意見 等）

と課題
・審議会において重点的に扱う施策分野 《意見交換》

第３回 ７月頃 ・庁内策定組織による素案の審議①

第４回 ８月頃 ・庁内策定組織による素案の審議②

第５回 10月頃
・計画素案の審議
・パブリックコメント実施概要

第６回 12月頃
・パブリックコメント実施結果報告
・答申

審議会スケジュール

④ 今後の進め方

24※改定の状況によって、開催回数や時期が変更となる場合があります。



《目次》

1. つくば市戦略プラン改定の状況及び今後の進め方 【資料１】

2. つくば市を取り巻く環境と課題 【資料２】

3. 審議会において重点的に扱う施策分野 《意見交換》 【資料３】



２ つくば市を取り巻く環境と課題
（社会情勢、人口動態、地域幸福度、市民意見）

第２回 つくば市未来構想等審議会 資料２

議事(1)諮問第１号 「第２期つくば市戦略プラン」の改定について



次期戦略プランの策定に向けた課題抽出

調査方法 性質 確認内容

社会情勢
（参考資料１）

将来的な課題

国内外の動向等を踏まえた社会的要請を把握

人口動態
（参考資料２）

将来人口推計結果を踏まえ行政需要の規模等、変化の見込み
を把握

地域特性
（参考資料３）

喫緊の課題

市民の「暮らしやすさ」と「幸福感（Well-being）」を数値化・
可視化したデータ（地域幸福度）を用い、同類型団体（特例市）
と比較し、課題（平均以下となった指標を弱み）を把握

市民意識調査
（参考資料４）

18歳以上の市民の方3,000人（住民基本台帳からの層化無
作為抽出）へのアンケート調査結果から、現在の市の施策に対
し、市民の満足度が低い施策や不満に思う市民の割合が高い
施策を把握

意見交換会
（参考資料５）

将来的な課題
喫緊の課題

参加者が感じている現在の施策・取組への意見や、今後対応
が望まれる取組の提案の中から行政への期待や課題を把握

２ つくば市を取り巻く環境と課題

今後
施策検討に活用

27

次期戦略プラン（市政の中でも今後５年間で重点的に取り組む施策を定めるもの）の改定において、
特に考慮すべき課題を明らかにするため、基礎調査や意見交換会を実施し、その結果をつぎの２つの
視点で分析しました。
➢ 国・県ではなく、市が主体となって解決すべき/解決可能な課題
➢ 市民生活に影響を与えている/与えうる課題



① 社会情勢をもとにしたつくば市の課題

課題となる分野・施策 課題の内容 参考

人流のボーダレス化
• 労働者人口の減少に対し、国は外国人労働者の積極的な受け入れを行っており、

つくば市では従来多かった研究者・留学生に加え、様々なきっかけで外国人市民
が転入することが想定され、「生活支援」や「多文化共生」の対応需要が高まる

参考資料1
P５

物流やバスのドライバー
不足

• ドライバーの働き方改革により、トラックやバス等のドライバーが全国的に不足し、
物流の停滞やバスの減便による市民生活への影響が懸念される

参考資料1
P９

行政分野におけるデジタ
ル化の推進

• 自治体の経営資源が制約される中、デジタル技術を活用し、自治体と住民との
接点や内部事務、意思形成における業務改革を進めることが求められている

参考資料1
P14、43、
44

脱炭素施策の推進
• 世界共通の取組目標である脱炭素の達成のため、産業部門に限らず地域ぐるみ

での推進や市民のライフスタイルの転換が必要であり、つくば市は「脱炭素先行
地域」として他自治体のモデルとなる施策の実行が求められる

参考資料1
P34～37

レジリエントな社会の形
成

• 感染症や災害の発生といった非常時においても、国民生活や経済活動における
混乱を防げるような最低限の社会・経済機能を維持するための仕組みが求めら
れる

参考資料1
P39～41、
42、43

多様な幸せを実現できる
社会の実現

• 共働き世帯の増加や晩婚化等のライフスタイルの変化、幸せの感じ方や価値観
の多様化に応じた一人ひとりのニーズに合ったサービス提供が求められる

参考資料1
P17～32、
42

28

２ つくば市を取り巻く環境と課題



② 人口動態をもとにしたつくば市の課題

課題となる分野・施策 課題の内容 参考

地域のつながり、
市民主体によるまちづくり

• 地区別人口の増減は二極化：
➢ 人口増加地区では、市外からの転入者の区会加入等、地域とのつなが

りの契機づくりが課題
➢ 人口減少地区では、区会等の地域のまちづくり体制の維持が課題

参考資料２
P5

多文化共生・外国人市民の
生活支援

• 外国人市民の増加が予想され、多文化共生施策の推進や外国人市民の生活支
援の充実が今後も必要

参考資料２
P6･7

子育て支援の需要増加 • 核家族世帯の増加により、子育て支援の需要が一層高まる傾向
参考資料２
P8

高齢者のみの世帯に対する
生活支援の需要増加

• 高齢者のみの世帯の増加により、高齢者への生活支援の需要が一層高まる傾
向

参考資料２
P9

周辺市街地の振興
• TX沿線地区以外の地区では実績人口が推計人口を下回り、地域間格差への

対策が求められる
参考資料２
P23

29

２ つくば市を取り巻く環境と課題



③ 地域幸福度をもとにしたつくば市の課題

課題となる分野・施策 課題の内容 参考

移動・交通
• 広い可住地面積と周辺市街地の分散により、通勤通学や買物等の日常生活にお

いて徒歩移動は困難である一方、公共交通機関での移動は不便が伴い、生活に
は車が必要不可欠となっている

参考資料３
P17

買物・飲食
• 人口あたりの商業施設や飲食店等のまちの賑わいをつくる施設が少ない傾向に

ある
参考資料３
P18

学校教育

• 可住地面積の広さや交通状況から客観指標・主観指標ともに通学のしにくさが
ある

• また人口の増加が続く地区がある一方、減少傾向にある地区もあり、市内の適切
な学校配置が課題となる

参考資料３
P19

地域とのつながり
• 自治会・町内会加入率が特例市平均と比較し特に低く、主観指標では、特に地域

活動への参加状況やまちへの愛着形成が低い結果がみられる
参考資料３
P20

地域行政

• つくば市の財政力指数は全国的に見ても高い水準を維持しているものの、人口
増に対応した学校建設等に係る借入に伴い将来負担比率や実質公債費比率が高
く、それらの数値を総合的に活用する指標「地域財政指数」では特例市中18位で
ある

• 公共施設利用者は特例市平均を下回っており、主観指標においても、公共施設
の使い勝手の良さに関する設問は特例市平均を下回り、十分に活用されていな
い現状がある

参考資料３
P21

30

２ つくば市を取り巻く環境と課題



④ 市民意識調査結果をもとにしたつくば市の課題

31

２ つくば市を取り巻く環境と課題

課題となる分野・施策 課題の内容 参考

日常生活の便利さ

• 地区間の差が大きく、特に筑波地区・豊里地区・茎崎地区では
住みにくい理由としてあげる市民が多い

参考資料4
P10

交通の便

公共施設

ホームページ・SNS等による情報発信

• 過去３年間の調査結果において、施策満足度が減少傾向にあ
る

• R5年度の調査結果において、施策満足度が0未満（マイナス）
である

参考資料4
P16

文化・芸術の振興

スポーツ・レクリエーション

地球温暖化防止の推進

つくば駅周辺のにぎわい

交通安全環境（通学路の安全など）

観光の振興

行政改革

生活困窮者の福祉

公共交通

子育て環境
• 施策に不満があると回答した市民の割合が過去３年間で年々

上昇傾向にある
参考資料4
P18



⑤ 市民意見交換会の意見をもとにしたつくば市の課題

課題となる分野・施策 課題（意見）の内容 参考

男女共同参画・多文化共生

• 他者との違いや多様性を認めることを子どもたちに教育することが必要
• 外国人に市の取組や生活上のルール等の生活する上で必要な情報の伝達が不

十分であり仕組みの見直しが必要
• 子を育てる親や外国人等、多様な市民が地域のコミュニティに参加することが

多様性を活かす文化の構築に繋がる

参考資料5

イノベーションの創出

• 市内の多様な企業や人材の交流が不十分なため、イベントや組織（コミュニティ
マネージャー）の配置が必要

• 市民にイノベーションを感じられる機会が少ないので、市民への魅せ方や交流
イベント開催を検討すべき

参考資料5

子育て支援
• 市外からの転入者や核家族等、地域とのつながりを得にくい子育て世帯に、つ

ながりをもたせる場が必要
参考資料5

市民協働

• 住民主体のまちづくりを行う必要があるのかを市民が十分に理解することが
必要

• 市民がまちづくり活動に参加するには各地区にまちづくり活動に活用できる場
所が必要

• 地区内の人々で助け合う（共助）の仕組みの構築

参考資料5
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２ つくば市を取り巻く環境と課題



⑤ 市民意見交換会の意見をもとにしたつくば市の課題
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２ つくば市を取り巻く環境と課題

課題となる分野・施策 課題（意見）の内容 参考

環境
• 大学生等の若者や外国人に対するごみ分別意識の啓発が必要
• 自身の行動が環境にどのように影響するのかデータで示す等、市民が環境に意

識を向けるきっかけづくりがあるとよい

参考資料5

福祉
• 地域（民生委員）は行政と適切な連携をしたいが、情報共有が不足
• 福祉に関する市の取組が、地域や事業者に周知される仕組みが必要

参考資料5

インフラ・公共交通

• 交差点の照明が暗い等、自転車での通勤通学が安全にできるような環境整備が
必要

• 地区間での交通利便性の格差の解消が望まれる
• 子育て世帯・外国人・高齢者等、車での移動が難しい方々の交通手段が不十分

参考資料5



３ 審議会において重点的に扱う
施策分野《意見交換》

第２回 つくば市未来構想等審議会 資料３

議事(1)諮問第１号 「第２期つくば市戦略プラン」の改定について
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1. つくば市戦略プラン改定の状況及び今後の進め方 【資料１】

2. つくば市を取り巻く環境と課題 【資料２】

3. 審議会において重点的に扱う施策分野 《意見交換》 【資料３】

① 今後のスケジュール

② 重点的に扱う施策分野の選定

③ 意見交換



改定の主な流れと審議会

2020年
からの変化

計画素案計画骨子
2030年との
ギャップ分析

計画体系の再構築

施策の方向性

策定

社会情勢の
調査・分析

人口動態の分析

市勢（強み･弱み）の調査・分析

第２期戦略プランの評価・課題整理

市民意見（意見交換会）

庁内個別計画調査

市民意見
（パブリックコメント）

第１回審議会
【2/8済】

第２回審議会
【今回（6/5）】

庁内策定組織による計画骨子・素案

第５回審議会
【10月頃】

第３-４回審議会
【７～８月頃】

① 今後のスケジュール

市民意見（アンケート結果分析）

36

答申

第６回審議会
【12月頃】

基本施策単位で17、個
別施策単位で約49の素
案について、第３・４回審
議会で確認いただく予定



２回の審議会（各回２時間程度）という限られた時間において、より建設的な議論を深めるため、審
議会の場で直接ご議論いただく施策分野をあらかじめ選定します。

なお、選定されなかった施策分野についても、庁内策定組織による素案をすべて提示した上で、書
面でご意見等をいただく機会を設けます。
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第３・４回審議会での議論の進め方

② 重点的に扱う施策分野の選定

つくば市を取り巻く環境に係る各種調査結果（資料３及び参考資料１～５）から導出される各課題
のうち、共通して見られる課題とそれに対応する施策分野を抽出することで、計画素案の作成に当
たり特に考慮すべき課題を抱える施策分野を明らかにし、それらを審議会で重点的に扱う施策分野
の事務局案とします。

各調査から導出された各課題と第２期戦略プランの個別施策との関連性を次ページ以降の表に整
理しました。

事務局案の設定

取扱いのイメージ
◆ 選定された施策分野➡事務局から事前に素案を提示した上で、審議会当日に事務局から概要を説明し、委員

間で意見交換を実施します。
◆ それ以外の施策分野➡事務局から事前に素案を提示し、委員からの意見や質問等を書面でいただき、対応結

果や回答を事務局からお示しします。

※ 審議会で取り上げる施策分野を選定するものであって、今後、市が重点的に取組むべき施策を選定するものではありません。



現行戦略プランにおける施策と各課題の関連性
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② 重点的に扱う施策分野の選定

目指すまちの姿 基本施策 個別施策 社会情勢 人口動態 地域幸福度 意識調査 意見交換

Ⅰ-１-①地域活動と市民チャレンジへの支援 〇

Ⅰ-１-②区会加入及び新規区会設立促進と活動支援 〇 〇 〇

Ⅰ-１-③市政への市民参加の推進

Ⅰ-１-④ＳＤＧｓ普及による市民活動の促進

Ⅰ-２-①豊かな農資源を輝かせることによる魅力の創出

Ⅰ-２-②豊かな観光資源をいかした観光の振興 〇

Ⅰ-２-③文化芸術の推進及び文化財の保存と活用 〇

Ⅰ-２-④スポーツでつながるまちの推進 〇

Ⅰ-２-⑤空き家・空き店舗等の有効活用の推進

Ⅰ-３-①魅力ある研究学園都市地域の推進 〇

Ⅰ-３-②地域資源をいかした持続的な周辺市街地の振興 〇 〇 〇

Ⅰ-４-①市民目線の効果的な広報の推進 〇 〇

Ⅰ-４-②市内外へ向けたＰＲの推進

Ⅱ-１-①世代や分野を超えた地域の居場所づくりの拡充

Ⅱ-１-②民生委員等のサポート強化と次世代の育成

Ⅱ-１-③認知症等の支援策情報発信と相談体制の充実 〇

Ⅱ-１-④地域で安心して暮らし続けるための福祉サービスの充実 〇 〇

Ⅱ-１-⑤障害者の自立に向けた就労等の支援

Ⅱ-２-①一人ひとりのこころと体の健康づくりの支援

Ⅱ-２-②誰もがつながり役割を持てる社会参加の環境整備

Ⅱ-３-①市の備蓄の推進や公共施設の機能維持 〇

Ⅱ-３-②自宅の安全・備蓄対策や地域での支えあいの推進 〇

Ⅱ-３-③防犯意識を高め、安全・安心を実感できる生活環境づくり

Ⅱ-４-①公共施設・インフラの効果的な維持管理の推進

Ⅱ-４-②保有資産の有効活用の推進 〇 〇

Ⅱ-４-③保有資産の適正化 ○

Ⅱ-４-④公共施設やインフラ管理への先端技術等の導入

Ⅱ-５-①まちづくりを支える公共交通ネットワークの構築 〇 〇 〇 〇

Ⅱ-５-②自動車から自転車への転換の推進

Ⅱ-６-①身近な自然を楽しむ環境づくり

Ⅱ-６-②自発的な保全活動の推進

現行の未来構想・戦略プラン 課題となっている分野・施策

Ⅰ魅力をみんなで創るまち

Ⅰ-１ 市民と共に創るまちづくりを推進する

Ⅰ-２ 資源をみがき、魅力あふれるまちをつくる

Ⅰ-３ つくばならではの街並みや体験を創出する

Ⅰ-４ シティプロモーションを推進する

Ⅱ　誰もが自分らしく生き るまち

Ⅱ-１ 地域が支え合い、医療、介護、福祉が充実したまちをつくる

Ⅱ-２ 人生 100 年時代に生涯いきいきと暮らせるまちをつくる

Ⅱ-３ 地域や市民一人ひとりの防災・防犯への備えを後押しする

Ⅱ-４ 公共施設やインフラのマネジメントを推進する

Ⅱ-５ 多様な移動手段があるまちをつくる

Ⅱ-６ 身近な自然を守り、楽しみ、持続させる
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現行戦略プランにおける施策と各課題の関連性

目指すまちの姿 基本施策 個別施策 社会情勢 人口動態 地域幸福度 意識調査 意見交換

Ⅲ-１-①こどもを安心して生み育てられる環境整備 〇 〇 〇

Ⅲ-１-②ニーズに対応した子育て環境の整備 〇

Ⅲ-１-③こどもも親も楽しめる遊べる場の整備

Ⅲ-２-①個性を伸ばし未来を切り拓く力を育む学校教育の創出 〇

Ⅲ-２-②魅力ある放課後の創出

Ⅲ-２-③就学前におけるこどもの学びの充実

Ⅲ-３ 多様性をいかした誰もが活躍できる社会をつくる Ⅲ-３-①多様性をいかした社会の推進 〇 〇 〇

Ⅳ-１-①新たな共創の仕組みづくり 〇

Ⅳ-１-②社会実装の推進によるイノベーション創出

Ⅳ-２-①地域産業人材の確保・定着の推進

Ⅳ-２-②地元企業等の新たなチャレンジの支援

Ⅳ-３-①人とテクノロジーが共生するスマートシティの推進 〇

Ⅳ-３-②データで市民を豊かにするまちの推進 〇

Ⅳ-３-③書かない・待たない・行かないデジタル窓口の推進 〇

Ⅳ-４-①食品ロス削減に向けた意識啓発

Ⅳ-４-②再資源化、再利用化の推進 〇

Ⅳ-４-③環境美化活動の推進

Ⅳ-４-④低炭素化の推進 〇 〇

Ⅳ　市民のために科学技術をいか
すまち

Ⅳ-１ 知識集約によってイノベーションを創出する

Ⅳ-２ 地元で頑張る組織や人が成長し続けるまちをつくる

Ⅳ-３ 市民のための新たな技術や価値を導入し、進化す
るまちをつくる

Ⅳ-４ 地球に優しく「ごみ」のない低炭素で循環型のまちを
つくる

現行の未来構想・戦略プラン 課題となっている分野・施策

Ⅲ　未来をつくる人が育つ まち

Ⅲ-１ こどもも親も楽しく育つ環境をつくる

Ⅲ-２ 個性を伸ばし未来を切り拓く力を育む

② 重点的に扱う施策分野の選定



まとめ：各課題と特に関連の深い施策分野
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それぞれの調査結果から抽出されたつくば市の課題について、現行戦略プランの施策分野との関
連性を整理した結果、以下の施策分野において重なりが見られました。

② 重点的に扱う施策分野の選定

目指すまちの姿 基本施策 個別施策 社会情勢 人口動態 地域幸福度 意識調査 意見交換

Ⅰ-１-①地域活動と市民チャレンジへの支援 〇 1

Ⅰ-１-②区会加入及び新規区会設立促進と活動支援 〇 〇 〇 3

Ⅰ-２-②豊かな観光資源をいかした観光の振興 〇 1

Ⅰ-２-③文化芸術の推進及び文化財の保存と活用 〇 1

Ⅰ-２-④スポーツでつながるまちの推進 〇 1

Ⅰ-３-①魅力ある研究学園都市地域の推進 〇 1

Ⅰ-３-②地域資源をいかした持続的な周辺市街地の振興 〇 〇 〇 3

Ⅰ-４ シティプロモーションを推進する Ⅰ-４-①市民目線の効果的な広報の推進 〇 〇 2

Ⅱ-１-③認知症等の支援策情報発信と相談体制の充実 〇 1

Ⅱ-１-④地域で安心して暮らし続けるための福祉サービスの充実 〇 〇 2

Ⅱ-３-①市の備蓄の推進や公共施設の機能維持 〇 1

Ⅱ-３-②自宅の安全・備蓄対策や地域での支えあいの推進 〇 1

Ⅱ-４-②保有資産の有効活用の推進 〇 〇 2

Ⅱ-４-③保有資産の適正化 〇 1

Ⅱ-５ 多様な移動手段があるまちをつくる Ⅱ-５-①まちづくりを支える公共交通ネットワークの構築 〇 〇 〇 〇 4

Ⅲ-１-①こどもを安心して生み育てられる環境整備 〇 〇 〇 3

Ⅲ-１-②ニーズに対応した子育て環境の整備 〇 1

Ⅲ-２ 個性を伸ばし未来を切り拓く力を育む Ⅲ-２-①個性を伸ばし未来を切り拓く力を育む学校教育の創出 〇 1

Ⅲ-３ 多様性をいかした誰もが活躍できる社会をつくる Ⅲ-３-①多様性をいかした社会の推進 〇 〇 〇 3

Ⅳ-１ 知識集約によってイノベーションを創出する Ⅳ-１-①新たな共創の仕組みづくり 〇 1

Ⅳ-３-①人とテクノロジーが共生するスマートシティの推進 〇 1

Ⅳ-３-②データで市民を豊かにするまちの推進 〇 1

Ⅳ-３-③書かない・待たない・行かないデジタル窓口の推進 〇 1

Ⅳ-４-②再資源化、再利用化の推進 〇 1

Ⅳ-４-④低炭素化の推進 〇 〇 2

該当数

Ⅲ　未来をつくる人が育つ まち

Ⅲ-１ こどもも親も楽しく育つ環境をつくる

Ⅳ　市民のために科学技術をいか
すまち

Ⅳ-３ 市民のための新たな技術や価値を導入し、進化するまちをつく
る

Ⅳ-４ 地球に優しく「ごみ」のない低炭素で循環型のまちをつくる

Ⅱ　誰もが自分らしく生き るまち
Ⅱ-３ 地域や市民一人ひとりの防災・防犯への備えを後押しする

Ⅱ-１ 地域が支え合い、医療、介護、福祉が充実したまちをつくる

Ⅱ-４ 公共施設やインフラのマネジメントを推進する

現行の未来構想・戦略プラン 課題となっている分野・施策

Ⅰ魅力をみんなで創るまち

Ⅰ-１ 市民と共に創るまちづくりを推進する

Ⅰ-２ 資源をみがき、魅力あふれるまちをつくる

Ⅰ-３ つくばならではの街並みや体験を創出する



事務局案：各課題と特に関連の深い施策分野
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・Ⅰ-１-② 区会加入及び新規区会設立促進と活動支援

➢ 「地域幸福度」では類似団体と比較し自治会加入率の低さが顕著であり、「意見交換」においても地区での対策を進めているもの
の改善しないとの現状報告がある中、抜本的な見直しが必要

➢ 「人口動態」より、人口が増加傾向にある地区と減少傾向にある地区の二極化がみられ、それぞれの課題に応じた対応策の検討
が必要

・Ⅰ-３-② 地域資源をいかした持続的な周辺市街地の振興

➢ 「地域幸福度」では他の特例市と比較しまちの賑わいをつくる施設が少ない傾向にあり、「市民意識調査」では住みやすさの観点
において、日常生活の便利さ・公共交通・公共施設に地域差が生じている

➢ 「人口動態」をみると地区間の人口推移には大きな差が生じており、特にTX沿線地区は将来予測よりも人口増加が大きい一方
、その他の地区では予測を下回っており今後も差の拡大が想定される

・Ⅱ-５-① まちづくりを支える公共交通ネットワークの構築

➢ 「地域幸福度」「意識調査」にて課題に該当、特にTX沿線や中心市街地以外の地域から不満が多く見られ、地域間格差の是正が
求められている中、「社会情勢」においては2024年問題によりドライバー不足が今後も続く想定であり、早期の対応策が必要

➢ 「意見交換」では子育て世帯・外国人・高齢者等の様々な属性から公共交通の充実の要望があった

・Ⅲ-１-① こどもを安心して生み育てられる環境整備

➢ 「意識調査」では、子育て施策に不満を持つ市民が増加傾向
➢ 「人口動態」にて市外から子育て世帯の転入が増え世帯の核家族化が明らかとなっており、今後もその傾向は強まる可能性があ

る
➢ 「意見交換」では、地縁のない子育て世帯が地域や他の子育て世帯・行政とつながる施設や取組の必要性が聞かれた

・Ⅲ-３-① 多様性をいかした社会の推進

➢ 「社会情勢」「人口動態」から今後も外国人人口の増加が予想され、「意見交換」で示された意見を踏まえた誰もが住みやすいまち
づくりが求められている

② 重点的に扱う施策分野の選定
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② 重点的に扱う施策分野の選定

第３・４回審議会で扱う施策分野の選定に当たっては、つくば市を取り巻く環境から導出される課
題と特に関連が深い５つの施策分野を事務局案としつつ、本日、つくば市が抱える課題や今後取り
組むべき施策等について意見交換を行い、いただいた各委員からのご意見を踏まえて、第３回審議
会開催までに決定します。

なお、本日の意見交換の結果については、ワーキングチームにも還元し、今後の施策検討の参考と
させていただきます。

施策分野の選定

時期 予定している内容

第２回
【本日】

６月５日

・つくば市戦略プラン改定の状況及び今後の進め方

・つくば市を取り巻く環境（主に人口動態、市勢、市民意見 等）と課題

・審議会において重点的に扱う施策分野 《意見交換》

第３回 ７月頃 ・庁内策定組織による素案の審議①

第４回 ８月頃 ・庁内策定組織による素案の審議②

【参考】審議会スケジュール（第２～４回）



審議会委員のご意見（事前提出分）
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② 重点的に扱う施策分野の選定

交通（４名）

◼ 公共交通の充実
（車がなくても生活

しやすい環境）

◼ 高齢者等の買い物支援（移動
スーパー、宅配サービス等）

◼ 路線や便数、ドライバー不
足への対応（自動運転バ
ス、バスの小型化、ドライ
バーの優遇等）

都市・地域（４名）

◼ 中心市街地
と周辺市街
地の共存

◼ 地域課題（賑わ
い創出、地域
のつながり）の
解決

◼ 景観（街路舗装・街路樹）自然・環境
（３名）

◼ 脱炭素化に向けた取組
充実（緑の充実、公共交
通、遊休地等）

子育て（２名）

◼ 安心できる
子育て環境

◼ 地域とのつながり
づくり

産業・経済（２名）

◼ 雇用（非正規雇用
→正規雇用）

◼ インバウンド
需要の取込み

◼ 誘客による地元
産業の活性化

◼ スタートアップ支援

科学技術（２名）

◼ 人手不足分野への
デジタル技術の活用

◼ つくば駅周辺の
まちづくりへの活用

防犯・防災（１名）

◼ 各家庭の意識啓発
（防犯カメラ、備蓄の充実等）

行財政改革・
広報（１名）

◼ 誠実な広報

◼ 職員の綱紀粛正

教育（１名）

◼ 不登校支援の充実

◼ 多様性をいかした
社会の推進

※事務局案と共通する意見は
赤枠で囲っています。

◼ 都市間の連携



意見交換の視点

 つくば市を取り巻く環境等（参考資料１～５）を参考に、ここ数年の社会の動き
などから見えるつくば市の課題や取り組むべき施策分野

 各委員の専門分野や関心のある分野、日常生活等から見えるつくば市の課題
や取組むべき施策分野
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テーマ ： 「第３・４回審議会において意見交換すべき施策分野」

③ 意見交換

○○については、友人と
も課題だと話していた。
他の委員の意見も聞いて

みたい。

個人的に□□に関心があ
り、課題も多いと思う。
ぜひ意見交換したい。

△△委員の意見を聞
いて、▽▽について
も今後取り組むべき

だと思った。



つくば市を取り巻く環境

1

参考資料１



（１）少子・高齢化の進行とまち・ひと・しごと創生
合計特殊出生率の推移
出生数と合計特殊出生率は1973年以降低下傾向にあり、その後2005年を底に幾分
回復し、2015年以降は再び幾分低下する状況となっている
令和４年の出生数（日本人のみ）は77万747人と過去最少、合計特殊出生率は1.26
で過去最低となった
減少理由としては、コロナ禍以前からの中期的な減少傾向のトレンドがあったもの
の、コロナ禍によって婚姻数が減少したことの影響が考えられる
年齢階級別では特に25～29歳の母親の年齢階級の出生率が大きく低下しており、
未婚率の上昇との相関が考えられる

出典：令和5年度年次経済財政報告（内閣府）
https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je23/pdf/p020002.pdf
令和４年（2022）人口動態統計（学定数）の概況（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei22/index.html

2

参考資料１



（１）少子・高齢化の進行とまち・ひと・しごと創生
高齢者人口及び割合の推移

【高齢者人口及び割合の推移】
高齢者（65歳以上）人口は1950年以降一貫して増加傾向にあったが、2023年は
3623万人（前年比1万人減）となり減少に転じた
一方で総人口に占める割合は29.1％と前年と比較し0.1ポイント上昇し過去最高と
なった
高齢者人口の割合は日本が世界（人口10万人以上の200の国及び地域）で最も高い

出典：統計トピックス№138統計からみた我が国の高齢者（総務省）
https://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics138.pdf

3

参考資料１



（１）少子・高齢化の進行とまち・ひと・しごと創生
年齢別の将来人口推計
総人口は長期の減少過程に入り、2060年には１億人を下回ると推計されている
65歳以上人口は増加傾向が続き、2045年に3,945万人でピークを迎える
併せて高齢化率は上昇を続け、2070年には65歳以上の割合が38.7％に達する見込
みである

出典：令和5年版高齢社会白書 第1章高齢化の状況
第1節高齢化の状況 1高齢化の現状と将来像

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf 4
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（２）ボーダレス化の進行
人流の傾向

訪日外国人旅行者数は平成23年から一貫して増加傾向にあったが、コロナ禍を契機
に大幅に減少し、令和４年から復調傾向にある
在留外国人※数は令和２年度末及び令和3年末時点を除き増加傾向にあり、令和４年
末には過去最高の307.5万人となった
※在留外国人：中長期在留者（永住者や家族滞在、留学等の在留資格をもって日本で生活してい

る方）及び特別永住者

5

出典：令和４年末現在における在留外国人数について（出入国在留管理庁）
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00033.html

出典：【令和４年】統計資料（出入国在留管理庁）
https://www.moj.go.jp/isa/content/001393060.pdf

参考資料１



（２）ボーダレス化の進行
産業別外国人労働者数の推移

外国人労働者数は2008年から増加傾向にあり、令和４年は約182万人と過去最高を
更新した
産業別にみると、「製造業」が最も多く全体の26.2％を占める
対前年増加率をみると、「医療、福祉」が最も多く28.6％となった

6出典：「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（令和４年10月末現在）
https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/001044543.pdf

参考資料１



（２）ボーダレス化の進行
物流の傾向
国内貨物輸送量（輸送重量）はほぼ横ばいで推移していたが、新型コロナウイルス
感染症の感染が拡大した2020年度は大幅に減少し、2021年度は復調傾向にある
実質輸出入※は、新型コロナウイルス感染症の影響により2020年は大幅に縮小し
たものの、2021年には復調しその後増加傾向にある

※輸出入金額を輸出入物価指数で除し物価変動の影響を除去し価値ベースでの比較に適した数値

出典：貨物輸送の現況について（参考データ）令和５年７月（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/content/001622302.pdf

7
出典：実質輸出入の動向（日本銀行）
https://www.boj.or.jp/research/research_data/reri/index.htm
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（２）ボーダレス化の進行
データ流通の傾向
光ファイバ整備率・５G※人口カバー率ともに90％超とデジタルインフラの普及が
進んでいる
インターネットトラヒック（通信量）は、固定系ブロードバンドサービス※、移動
通信※ともに新型コロナウイルス感染症の発生後に急増し、その後も総じて増加を
続けている

出典：令和5年版情報通信白書（総務省）
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/pdf/n4200000.pdf

8

＜インターネットトラヒックの推移＞＜光ファイバの整備状況（2022年３月末）＞

＜５Gの人口カバー率（2022年３月末）＞
※５G：従来の無線通信システムである4Gに比べ、高周波数帯を利用した

超広帯域伝送などによる「高速・大容量」の通信が実現できる第５世代
移動通信システム

※固定系ブロードバンドサービス：光ファイバや
ケーブルテレビ回線等、固定された場所からインターネットへアクセス
する際のブロードバンド回線

※移動通信：持ち運べる通信機器を使う通信

参考資料１



（２）ボーダレス化の進行
物流における2024年問題
物流業界においては、2024年度からのトラックドライバーへの時間外労働の上限規制等の働き方改
革や脱炭素化に向けた取組への対応が求められている。
トラックドライバーの長時間労働を抑制する際、労働時間削減のために具体的な対応を行わなかっ
た場合には、輸送能力が不足する可能性があり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前の2019 
年度の貨物輸送量等と比較して、2024年度は輸送能力の14.2％が不足すると見込まれる。
さらに、ドライバー数の減少の影響も加味した場合、2030 年度には輸送能力の34.1％が不足する
可能性がある。
地域別にみると関東地方は輸送能力の15.6％が不足すると見込まれ、全国平均以上に影響が大きい
地域の一つである。

出典：持続可能な物流の実現に向けた検討会（経済産業省）
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sustainable_logistics/pdf/20230831_1.pdf

9

参考資料１



（２）ボーダレス化の進行
フェイクニュースを見かける頻度
直近１ヶ月の間にフェイクニュース※を見かける頻度について、「週１回以上」
（毎日、ほぼ毎日＋最低週１回）に着目すると、各メディアともに約3割程度ある。
「インターネット上のメディア（SNSやブログなど）」では31.1％（2021年比
10.1ポイント増）であり、新型コロナウイルス感染症関連のフェイクニュースが増
加した2020年よりも増加している。

※フェイクニュース：虚偽又は誤解を招くと考えられる情報/ニュース

出典：令和３年度国内外における偽情報に関する意識調査（総務省）
https://www.soumu.go.jp/main_content/000820953.pdf

10

参考資料１



（３）AI・ICTなどの科学技術の進展
情報通信機器の世帯保有率の推移
モバイル端末（携帯電話・スマートフォン）の世帯保有率は緩やかに増加傾向にあ
り、2022年は97.5％である
スマートフォンの保有率は90.1％とおよそ10年で３倍に増加した
一方でパソコンの保有率は69.0％と、ピークの2013年から約12ポイント下落した

出典：令和5年版情報通信白書（総務省）
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/pdf/n4200000.pdf

11
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（３）AI・ICTなどの科学技術の進展
デジタルサービスの利用状況（国際比較）
日本は他国と比較し、QRコード決済以外の利用状況が高くない
公的サービスは10％台と中国の1/2未満であり、４か国中最下位となっている

出典：令和5年版情報通信白書（総務省）
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/pdf/n4200000.pdf

12

参考資料１



（３）AI・ICTなどの科学技術の進展
企業活動におけるデジタル化の状況（国際比較）
デジタル化の取組状況について、日本では「未実施」と回答した企業が50％を超え
ており、他の3カ国と比較してデジタル化の実施が遅れている
日本での取組状況を企業規模別にみると、大企業では約25%、中小企業では70%
以上が「未実施」と回答しており、企業の規模によりデジタル化の取組状況に差異
が生じている
デジタル化推進に向けて具体的に取り組んでいる事項については、日本では「業務
プロセスの改善・改革」「業務の省力化」や「新しい働き方の実現」との回答が多
かったのに対し、諸外国では働き方や業務の改革に加えて「顧客体験の創造・向
上」や「既存製品・サービスの高付加価値化」との回答も多かった

出典：令和5年版情報通信白書（総務省）
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/pdf/n4200000.pdf

13
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（３）AI・ICTなどの科学技術の進展
行政分野におけるデジタル化の状況（国際比較）
電子行政サービス（電子申請、電子申告、電子届出）の利用状況について、日本で
は利用経験のある者が約35％にとどまっており、他の3カ国と比べて低い
利用しない理由としては、4カ国とも「セキュリティへの不安」が多く挙げられて
おり、それに加え日本では「機器やアプリケーションの使い方が分からない」、
「使いたいサービスがない」との回答が多かった

出典：国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究の請負成果報告（総務省）
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/r05_03_houkoku.pdf

14
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（３）AI・ICTなどの科学技術の進展
デジタル化により実現されうる2050年の新たな社会像への希望
「災害リスク管理が高度化し、災害から人命と暮らしが守られる社会」、「一人ひ
とりのニーズにあったサービスを受けられる社会」、「住む場所や時間の使い方を
選択できる社会」について、全世代の５人に４人以上の人が望んでいると回答した
世代別に見ると、仮想空間の活用に関する２項目について、10代に特徴的な傾向が
見られ、他の世代と比べて望んでいると答えた人の割合が高かった

出典：国土交通信白書2023（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r04/hakusho/r05/html/n1221000.html

15
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（３）AI・ICTなどの科学技術の進展
デジタル化により実現されうる未来型のライフスタイルへの希望
AI等の活用による災害や事故の「リスクを最小化できる暮らし」、自動運転機能等
の技術により日々の事故リスクが減る「次世代モビリティにより迅速に救急搬送さ
れる暮らし」の２項目からデジタル化による安全・安心の向上への期待がみられる
世代別に見ると、10代は 「仕事や家事の効率化」、「住む場所を選べる暮らし」、
「新たな体験や創造的な活動が楽しめる」の３項目についても望む声が高く、仮想
空間の活用を含めデジタル化による新しい暮らしへの期待が高いことがうかがえる

16
出典：国土交通信白書2023（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r04/hakusho/r05/html/n1221000.html

参考資料１



（４）ライフスタイルの多様化
未婚化の進行
50歳時の未婚割合の推移は1990年頃より男女ともに増加傾向にあり、2020年には
男性28.3％、女性17.8％と過去最高となった
年齢別にみると、男性の25～39歳、女性の30～39歳は近年概ね横ばいである

17
出典：令和４年版少子化社会対策白書
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12772297/www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/white
paper/measures/w-2022/r04pdfhonpen/pdf/s1-3.pdf

参考資料１



（４）ライフスタイルの多様化
平均初婚年齢と出生順位別母の平均年齢の推移
平均初婚年齢は夫、妻ともに上昇を続けるものの近年は晩婚化の進行は鈍化傾向
出産時の母の平均年齢を出生順位別にみると、2020年には第１子が30.7歳と1985
年と比較し4.0歳上昇している

18
出典：令和４年版少子化社会対策白書
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12772297/www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/white
paper/measures/w-2022/r04pdfhonpen/pdf/s1-3.pdf

参考資料１



（４）ライフスタイルの多様化
女性就業者数・就業率の推移
女性就業者数は2012年以降増加傾向にあり、2021年は2012年と比較して344万人
増加した
15～64歳の女性就業率も同様に2012年以降増加傾向にあり、2005年の58.1％か
ら2022年の72.4％と14.3％上昇した
25～44歳の女性就業率は、2022年時点で79.8％である

出典：令和5年版男女共同参画白書 １令和4年度男女共同参画社会の形成の状況 第2分野雇用等におけ
る男女共同参画の推進と仕事と生活の調和
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r05/zentai/pdf/r05_genjo.pdf

＜女性就業者数の推移＞ ＜女性就業率の推移＞

出典：令和4年版男女共同参画白書 令和3年度男女共同参画社会の形成の状況 第2分野雇用等における
男女共同参画の推進と仕事と生活の調和
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/pdf/r04_genjo.pdf
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（４）ライフスタイルの多様化
共働き世帯と専業主婦世帯の推移
共働き世帯は増加傾向にあり、2022年時点の共働き世帯は専業主婦世帯の３倍近
くとなっている

20出典：令和５年版男女共同参画白書
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r05/zentai/pdf/r05_tokusyu.pdf
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